
大阪音楽大学短期大学部収容定員関係学則変更届出書

令和 7 年　5 月  30 日

　　文 部 科 学 大 臣　殿

学校法人 大阪音楽大学

理事長　北野 徹

　このたび，大阪音楽大学短期大学部学の収容定員に係る学則を変更することについて、学校教
育法第４条第２項及び学校教育法施行令第２３条の２第１項の規定により，別紙書類を添えて届
け出ます。なお，届出の上は，確実に届出に係る計画を履行します。



備考

　２３条第１項」とすること。

計
（） （） （） （） （） （） （）

計（ａ～ｄ）
（） （） （） （） （）

（） （） （） （） （）

（）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） （） （） （）

小計（ａ～ｂ）
（） （） （） （）

（） （）

大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数
○○人

（） （） （） （） （）
ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） （） （） （） （） （）

（） （） （） （） （） （） （）

8

(7) 0 (1) 0 (8)

0

0

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 1 0 1

0 0 (1)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 (1)

7 大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数　6
人

(7) 0 0 0 (7)

0 0 0 0

0 0 7

(7) 0 0 0 (7)

0

0 0

8人 0人 152人

(7) 0 (1) 0 (8) 0 (160)新

設

分

音楽科
7人 0人 1人 0人

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
7 0

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

7 0 0 0

0 0

計（ａ～ｄ）
7 0 1 0

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

実験・実習 計

科目 科目 科目 科目

同一設置者内における
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

該当なし

単位

年 人 年次
人

人

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習

計

短期大学士

新 設 学 部 等 の 目 的
社会環境の変化や志願者動向を慎重に見極め収容定員の変更を行う。
この変更により今後も適正な定員管理のもとで教育の質の維持・向上を図る。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

― 100
(200)

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

短期大学士（音楽）

　　年
月

第　年次

令和8年
4月1日

第1年次

大阪府豊中市庄
内幸町1-1-8

　音楽科 2 50
(100)

大 学 本 部 の 位 置 大阪府豊中市庄内幸町1-1-8

計 画 の 区 分 短期大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ガッコウホウジン　オオサカオンガクダイガク

設 置 者 学校法人　大阪音楽大学

大 学 の 目 的
本学は音楽に関する実際的な専門職業に重きをおく大学教育を施し、音楽を通じて良き社会人を
育成することを目的並びに使命としている。

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ オオサカオンガクダイガクタンキダイガクブ

大 学 の 名 称 大阪音楽大学短期大学部
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スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

㎡ ㎡ ㎡

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　 　） （　　 　）
計

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

図
書
・
設
備

新設学部等の名称 〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 〔うち外国書〕

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　 　） （　　 　）

種 〔うち外国書〕 点 点

図書 学術雑誌 機械・器具

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

（　34,531.39　㎡ 0 ㎡ 34,531.39　㎡

（　　0　　㎡） （　34,531.39　㎡） （  0 　㎡） （　34,531.39　㎡）

標本

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 室 教 員 研 究 室 室

校 舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

0 ㎡

合 計 0 ㎡ 37,596 ㎡

校 舎 敷 地 0 ㎡  23,100 ㎡ 0 ㎡ 23,100 ㎡

そ の 他  0 ㎡ 14,496 ㎡ 0 ㎡

計
6 11 17

(6) (11) (17)

0 ㎡ 37,596 ㎡

校

地

等

区 分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

14,496 ㎡

0 0

指 導 補 助 者
0 0 0

0 0 0

そ の 他 の 職 員
0 0 0

0 0 0

職 種 専　　属 その他 計

事 務 職 員
5人 11人 16

(5)

図 書 館 職 員
1 0 1

(1) 0 (1)

(11) (16)

技 術 職 員
0 0 0

0

0人 152人

(7) 0 (1) 0 (8) 0 (160)

（） （） （） （） （） （） （）
計

合 計
7 0 1 0 8

既

設

分

計（ａ～ｄ）
（） （） （） （） （）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） （） （） （） （） （）

（）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） （） （） （）

小計（ａ～ｂ）
（） （） （） （）

（） （）

大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数
○○人

（） （） （） （） （）
ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く） （） （） （） （） （）

（） （） （） （） （） （） （）

（） （）

計（ａ～ｄ）
（） （） （） （） （）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） （） （） （） （）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）

大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数
○○人

（） （） （） （） （）

（） （） （） （） （）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

（） （） （） （） （）

（）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） （） （） （）

（） （） （） （） （） （） （）

― 基本計画書 ― 2 ―



大阪府豊中市庄内幸
町１丁目１番８号

作曲専攻 2

　ポーツ施設等」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

６　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

７　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

２　「新設分」及び「既設分」の備考の「大学設置基準別表第一イ」については、専門職大学にあっては「専門職大学設置基準別表第一イ」、短期大学

　にあっては「短期大学設置基準別表第一イ」，専門職短期大学にあっては「専門職短期大学設置基準別表第一イ」にそれぞれ読み替えて作成すること。

３「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

４　私立の大学の学部又は短期大学の学科の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室・教員研究室」，「図書・

　設備」及び「スポーツ施設等」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室・教員研究室」，「図書・設備」，「ス

倍

附属施設の概要

名　　称：大阪音楽大学音楽メディアセンター 大阪音楽大学付属図書館
目　　的：学生及び教員の教育研究
所 在 地：大阪府豊中市庄内幸町1-1-8
設置年月：昭和26年4月
規 模 等：述床面積　756.37㎡

名　　称：大阪音楽大学音楽メディアセンター 楽器資料館
目　　的：所蔵楽器の常設展示
所 在 地：大阪府豊中市庄内幸町1-1-8
設置年月：令和5年4月移設（大阪音楽大学音楽博物館）
　　＊音楽研究所（開設時名称：音楽文化研究所）＝昭和41年4月開設
　　＊楽器博物館＝昭和43年5月開設

　＊大阪音楽大学博物館＝平成14年4月開設(音楽研究所と楽器博物館を統合して改称）
　　＊大阪音楽大学音楽博物館＝平成29年4月開設
規 模 等：述床面積　 254.0㎡

（注）

１　共同学科の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「新設分」の欄に記入

　せず，斜線を引くこと。

昭和43年

器楽専攻 2 ― 14 1.42 昭和43年

2 4 ― 8 1.62修士（音楽）

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 　大阪音楽大学大学院

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

2 ― 4 1.5 昭和43年

声楽専攻

開設
年度

所　在　地

音楽研究科 年 人 年次
人

人

7

10 900 学士（音楽） 0.99 平成24年度

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 　大阪音楽大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

音楽学部 年 人 年次
人

人 倍

大阪府豊中市庄内幸
町１丁目１番８号

音楽学科 4 220

― 200 短期大学士（音楽） 0.95 昭和26年

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 　大阪音楽大学短期大学部

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

大阪府豊中市庄内幸
町１丁目１番８号

音楽科 2 100

千円 千円 千円 千円

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常費補助金、資金運用収入、雑収入　等

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

2,060千円

設 備 購 入 費 9,645千円 9,645千円 9,645千円

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

教員１人当り研究費等 260千円 260千円経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

図 書 購 入 費 649千円 649千円 649千円

共同研究費等 660千円 660千円

1,860千円
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補足説明資料（組織の移行表）

令和7年度 令和8年度

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の
事由

大阪音楽大学短期大学部 大阪音楽大学短期大学部

音楽科 100 - 200 音楽科 50 - 100 定員変更
（△100）

計 100 - 200 計 50 - 100

大阪音楽大学 大阪音楽大学

音楽学部 3年次 音楽学部 3年次

 音楽学科 10  音楽学科 10

3年次 3年次

計 10 計 10

大阪音楽大学大学院 大阪音楽大学大学院

音楽研究科 音楽研究科
　作曲専攻 2 - 4 　作曲専攻 2 - 4

　声楽専攻 4 - 8 　声楽専攻 4 - 8

　器楽専攻 7 - 14 　器楽専攻 7 - 14

計

220 900

220 900

計 13

220 900

900220

- 2613 26-
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（１）都道府県内における位置関係の図面

第1キャンパス
（庄内） 豊南校地

箕面校地

第2キャンパス
（野田）

― 校地校舎図面 ― 1 ―



（２）最寄駅からの距離や交通機関が分かる図面

第 2 キャンパス 

（野田校地） 

第 1 キャンパス 

（庄内校地） 

校地校舎は大阪音楽大学と全て共用。 

阪急宝塚線 

「庄内」駅 

阪急宝塚線「庄内」駅下車 

第 1 キャンパス正門まで約 700m

― 校地校舎図面 ― 2 ―



（３）校舎、運動場等の配置図 ※大学・短大、全施設共用となります。

野田校地 

庄内校地 

 

（キ
ャ
リ
ア 

支
援
セ
ン
タ
ー
） （学生支援センター） 

（ザ・カレッジ・オペラハウス） 

自転車置場 

至 
Ｋ号館（100周年記念館） 
Ｏ号館 
Ｐ号館（ミレニアムホール） 

Ｅ号館 Ｄ号館 

Ｇ号館 

保健室 

正面玄関 

学生サロン 

「ぱうぜ」 

公用車置場 

Ｍ号館 

Ｌ号館 

守衛室 

正門 

入試・広報事務部門 
連携・演奏事務部門 
（連携支援センター） 
（コンサート・センター）

守衛室 

Ｋ号館 

(100周年記念館) 

Ｐ号館 

(ミレニアムホール) 

Ｏ号館 

O2 
号 
館 

O3 

号 

館 

Ｂ号館 

Ａ号館 

Ｆ号館 

スロープ

Ｎ号館 

（音楽院事務室） 
（幸楽会事務室） 
（ヤマハ売店）

（学生自治会室） 

Ｈ号館 

掲示版（１Ｆ） 

― 校地校舎図面 ― 3 ―

http://www.bing.com/images/search?q=AED+%e3%83%ad%e3%82%b4&id=EBA5FFE2812D79ED05932685594C34B9672C8DC1&FORM=IQFRBA
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（４）校舎の平面図 ※大学・短大、全施設共用となります。

A号館 

レッスン室 

Ａ401 

教 室 

A4１4 ロビー

避難器具 

レッスン室 

Ａ402 

レッスン室 

Ａ403 

レッスン室 

Ａ404 

レッスン室 

Ａ405 

レッスン室 

Ａ406 

レッスン室 

Ａ407 

レッスン室 

Ａ408 

レッスン室 

Ａ409 

レッスン室 

Ａ410 

レッスン室 

Ａ411 

レッスン室 

Ａ416 

レッスン室 

Ａ417 

レッスン室 

Ａ418 

レッスン室 

Ａ423 

レッスン室 

Ａ424 レッスン室 

Ａ422 

レッスン室 

Ａ421 

レッスン室 

Ａ420 

レッスン室 

Ａ419 

１階 

2階 

4階 

3階 

女
子
Ｗ
Ｃ 

男
子
Ｗ
Ｃ 

経
理
・
人
事 

事
務
部
門
（
人
事
） 

教職員集会室 

総
務
事
務
部
門 

（
総
務
・
施
設
・ 

シ
ス
テ
ム
管
理
室
） 

会
議
室 

Ｄ 

会
議
室 

Ｂ 

会
議
室 

Ａ 

会
議
室 

Ｃ 
経
理
・
人
事 

事
務
部
門 

（
経
理
） 

教員 

メールボックス 2Ｆ 
応接室 

 

事務局 
会議室 

 

学務事務部門 
（研究支援デスク・FD推進デスク） 

印
刷
室 

現 業 
職員室

システム

管理室 

分室 

学務事務部門 
学生支援 

センター 

マ
ス
タ
ー
ル
ー
ム 

ポ
ン
プ
室 

面談室 兼 応接室 

保
健
室 

女
子
Ｗ
Ｃ 

男
子
Ｗ
Ｃ 

ロビー 

電
話
交
換
室 

キ
ャ
リ
ア
支
援
セ
ン
タ
ー 

受
付 

正面玄関 

玄関ホール 

秘
書
室 

Ｗ
Ｃ 

常
任
理
事
室 

事
務
局
長
室 

学
長
室 

副
学
長
室 

理
事
長
室 

応
接
室 

至Ｂ号館 

学生相談室 

ロ
ッ
カ
ー
室 

1 階 

2 階 

3 階 

4 階 

（ミュージッククリエーション） 

(ミュージック

クリエーション)

  

  

  

  

教室 

Ａ303  
ロビー

教室 

Ａ302

教室 

Ａ304

教室 

Ａ305

教室 

Ａ301

男
子
Ｗ
Ｃ

女
子
Ｗ
Ｃ

(ミュージック

クリエーション)

教室 

Ａ414

レッスン室

Ａ407 

レッスン室

Ａ406 

レッスン室

Ａ405 

レッスン室

Ａ404 

レッスン室

Ａ403

レッスン室

Ａ402 

レッスン室

Ａ401 

レッスン室

Ａ411

レッスン室

Ａ410

レッスン室

Ａ409 

レッスン室

Ａ408 

レッスン室 

Ａ416

レッスン室

Ａ417

レッスン室

Ａ418

レッスン室

Ａ419 

レッスン室

Ａ420 

レッスン室

Ａ421 

レッスン室

Ａ422

レッスン室

Ａ423 

レッスン室

Ａ424

避難器具

ロビー

至Ｂ号館 

教
員
研
究
室 

第 2 応接室 
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B 号館 

教 室 

Ｂ103 

教 室 

Ｂ104 

教 室 

Ｂ101 

教 室 

Ｂ102 

至Ａ号館 

1 階 2 階 

至Ａ号館 

3 階 4 階 

 

男子ＷＣ

教 室 

B205 

レッスン室

B201 

レッスン室

B202 

レッスン室

B203 

レッスン室

B204 

音楽院 
楽器庫 

教 室 

B206 

教 室 

B207 

女子ＷＣ

避
難
器
具 

女子ＷＣ

Ｂ 403  

教 

  

室

 Ｂ 401教   室 

Ｂ 402 

教   室 

教 室

Ｂ 404

（チェンバロ） 

（ギター・リコーダー） 

レッスン室

B307 

レッスン室

B308 

レッスン室

B309 

レッスン室

B310 

レッスン室

B311 

レッスン室

B312 

レッスン室

B301 

レッスン室

B302 

レッスン室

B303 

レッスン室

B304 

レッスン室

B305 

レッスン室

B306 

教 室 

B102 

教 室 

B101 

教 室 

B104 

教 室 

B103 

女子ＷＣ 
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※ 
E303

※ 

E302

※ 
E301

※ 
E307

※ 

E308

WC 

D 号館 

 

教 室 
Ｄ202 

教 室 
Ｄ201 

教 室 
Ｄ204 

教 室 
Ｄ203 

女
子
Ｗ
・
Ｃ 

パ イ プ

オルガン 

研 究 室

Ｄ402 

教 室 
Ｄ401 

楽

器

庫

避難器具 

1 階 2 階 

3 階 4 階 

E号館 

〈※練習室〉 

3 階 

教室 
D401 
（打楽器） 

楽器資料館 

2 階 

※ 

E305

※ 

E306

※ 

E304

避
難
は
し
ご 

A B C D 

E F G H 

出入口 

出入口

教 室 
Ｄ103 

教 室 
Ｄ102 

(ミュージックコミュニケーション)

教 室 
Ｄ101 

男
子
Ｗ
Ｃ 

女
子
Ｗ
Ｃ 

（学生クラブ室）

ﾊﾟｲﾌﾟ 

ｵﾙｶﾞﾝ 

研究室 

D402 

楽
器
庫 

女
子
Ｗ
Ｃ

教 室 

D101 

教 室 

D102 

教 室 

D103 

教 室 

D203 

教 室 

D204 

教 室 

D201 

教 室 

D202 

教室 

D301 

（ミュージックビジネス） 

女
子
Ｗ
Ｃ 

WC 

男
子
Ｗ
Ｃ 

避難器具

教室 
D302 

（ミュージックビジネス） 

教室 
D303 

（ミュージックビジネス） 

教員 
研究室 

D304 
（MB） 

D305 

（MB） 
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F 号館 

（※練習室） 

 

教  室 

F214 

男
子
Ｗ
・
Ｃ 

女
子
Ｗ
・
Ｃ 

レッスン室

F207

レッスン室

F206 

レッスン室

F205 

レッスン室

F204

レッスン室

F203 

レッスン室

F202 

レッスン室

F201 

レッスン室

F208

レッスン室

F209

レッスン室

F210 
レッスン室

F216

レッスン室

F211

教  室 

(パソコン) 

F212 

教  室 

(パソコン) 

F213 

教  室 

F215 

教  室 

（ＭＬ） 

F313 
男
子
Ｗ
・
Ｃ

女
子
Ｗ
・
Ｃ

レッスン室

F310 
レッスン室 

 
F311 

レッスン室 

 
F312 

大学院

※F319 

学 専 

※F320

※F321

大学院 

※F316

学 専 

※F317

レッスン室

F318 

教  室 

F315 
レッスン室 

F309 
レッスン室 

 
F308

レッスン室 

F327 

※F325

※F326

※F323

※F324

レッスン室 

F322 
レッスン室

F301 

レッスン室 

F302 

レッスン室 

F303 

レッスン室 

F304 

レッスン室 

F305 

レッスン室 

F306 

レッスン室 

F307 

避難器具 

1 階 

大学院研究生練習室 

邦楽 

5 階 

吹 抜 

避難器具 

※F506 

※F507 

※F508 

※F509 

パイプオルガン 

※F504 
※短専

F502 

※短専

F503 

調光室 

Ｆ512

レッスン室 

Ｆ501 

教 室 

Ｆ511 

※F505 

※F514 

教 室 

Ｆ510 

2 階 

3 階 

4 階 

特別教室 

F111 

特別教室 

F112 

教室 

F113 

教  室 

F109 

教  室 

F110 

男
子
Ｗ
・
Ｃ 

女
子
Ｗ
・
Ｃ 

邦楽 

合奏室 

F106 

邦楽 

レッスン室 

F107 

エレベーター 

箏 

F105 

箏 

F104 

箏 

F103 

レッスン室 

F102

レッスン室 

F101

レ
ッ
ス
ン
室

F114 

レ
ッ
ス
ン
室 

レ
ッ
ス
ン
室

レ
ッ
ス
ン
室

F115 F116 F117 F118 

電
子
オ
ル
ガ
ン 

 
 
 

練
習
室 

出入口 

出入口 

※ 

※ ※ ※ 

(ML) 

（シタール） 

（キーボード）

ギター（器楽合奏）・ チェンバロ練習室 

大学院研究生練習室 

女子 

ＷＣ 

避難器具

男子 

ＷＣ 

※F419

倉庫

※F420

※F421

※F422

※F423

※F411

※F412

※F413

※F414

※F415

※ 
F416 

※ 
F417 

※ 
F418 

※F432

※F433

※ 
F430 

※ 
F431 

※ 
F428 

※ 
F429 

※ 
F426 

※ 
F427 

※ 
F424 

※ 
F425 

※ 
F408 

※F403

※F404

教室 

F405 

教室 

F434 

※ 
F401 

※ 
F402 

教室 

F109（ML） 

教室 

F110

特別教室 

F111

特別教室 

F112

教室 

F113 

ﾚｯｽﾝ室 

F101

ﾚｯｽﾝ室 

F102

箏 

F103 

箏 

F104 

※ ※ 
ﾁｪﾝﾊﾞﾛ 

F105 

※ 

出入口 

出入口 

邦楽 

ﾚｯｽﾝ室 

F107

邦楽 

合奏室

F106 

EV（1⇔4F）

レ 
ッ 
ス 
ン 
室 

レ 
ッ 
ス 
ン 
室 

レ 
ッ 
ス 
ン 
室 

F114 F115 F116 F117 

電 
子 
オ 
ル 
ガ 
ン 
 

練 
習 
室 

F118 

※ 

女 
子 
W 
C 

男 
子 
W 
C 

教室 

F215 

教室 

F214 

女 
子 
W 
C 

男 
子 
W 
C 

ﾚｯｽﾝ室 

F211 

ﾚｯｽﾝ室 

F216 

ﾚｯｽﾝ室

F210 

ﾚｯｽﾝ室 

F209 ﾚｯｽﾝ室

F208 

ﾚｯｽﾝ室

F201 

ﾚｯｽﾝ室 

F202 

ﾚｯｽﾝ室 

F203 

ﾚｯｽﾝ室 

F204 

ﾚｯｽﾝ室 

F205 

ﾚｯｽﾝ室 

F206 

ﾚｯｽﾝ室 

F207 

教室 

（パソコン） 

F212 

大学院 

※F319

学専 

※F320

大学院 

※F316

学専 

※F317

教室 

（ML） 

F313 

ﾚｯｽﾝ室 

F318 
※F321

教室 
（シタール） 

F315 

ﾚｯｽﾝ室

F312 

ﾚｯｽﾝ室 

F311 

ﾚｯｽﾝ室 

F310 

ﾚｯｽﾝ室

F309 ﾚｯｽﾝ室

F308 

ﾚｯｽﾝ室

F327 
ﾚｯｽﾝ室 

F322 

※F325

※F326

※F323

※F324
ﾚｯｽﾝ室 

F301 

ﾚｯｽﾝ室 

F302 

ﾚｯｽﾝ室 

F303 

ﾚｯｽﾝ室 

F304 

ﾚｯｽﾝ室 

F305 

ﾚｯｽﾝ室

F306 

ﾚｯｽﾝ室 

F307 

避難器具 

教室 

F510 

※F506

※F507

※F508

※F509

ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ 

※F514

※ 
F504 

※ 
F505 

※短専

F502 

※短専

F503 
レッスン室

F501 

教室 

F511 

（キーボード）

調光室 

F512 吹 抜 

女 
子 
W 
C 

男 
子 
W 
C 

電 
子 
オ 
ル 
ガ 
ン 

練 
習 
室 

※ 

避難器具 

教室 

（DAW・パソコン）

F213 
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G 号館 

（※練習室） 

 

校史資料 

史資料

※ 

G201 

※ 

G202 

※ 

G205 

※ 

G204 

※ 

G203 

機械室 

※ 

G301 

※ 

G302 

※ 

G305 

※ 

G304 

※ 

G303 

機械室 

1 階 2 階 3 階 

3 階 

H 号館 

2 階 

H217 H215 H214H216

H207
  H206 H205 H204 H203 H202 H201

H213 

音楽学資料室

H212  

女
子
Ｗ
Ｃ 

  

作曲資料室 
・ 

学習支援室 
（音楽理論・ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ） 

 

  
H211  H209

H220 H219 H218

  

H208H210

音楽学研究室 

  IR室     教職支援室   教職支援室  

ソルフェージュ研究室  音楽療法  
研究室

校史資料 

H308 H306 H312 H303 H302 H301 

H322  
H323 H314 H315 H316 

H311 H309 H307 H305 H310 

H313 H317 H318 H320  H319 H321 

H304 

    

男子

ＷＣ

H324 

教職員 

組合員室 

映像 

編集室 
研究室

日本語 
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ
支援室

日本語 
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ
支援室

学習 
支援室 
（英語） 

研 究 室

 

研 究 室 研 究 室

研 究 室 研 究 室研究室

 

女子休憩室

 

男子休憩室

 

学習支援室 
（音楽理論・ 

ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ） 

学生自治会室 

機械室

WC

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 

ﾐｭｰｼﾞｯｸ室 
研 究 室

※ 

G201

※ 

G202 

※ 

G205

※ 

G204 

※ 

G203 

機械室 機械室

※ 

G301

※ 

G302

※ 

G305 

※ 

G304 

※ 

G303 

男子

ＷＣ

研 究 室

作曲研究室 
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設備室 

K号館 

（100 周年記念館） 

 

背 s津美質

K105 

K101 

女子ＷＣ 

男子 

ＷＣ 

3階 

１階 

K104 

控 室 

防災ｾﾝﾀｰ 

書庫前室 2 

書庫前室 1 

グループ 

視聴覚室 

1 

グループ 

視聴覚室 

2 

K102 

共同 

教員控室 

女子ＷＣ 

男子 

ＷＣ 

K422 K423 K424 K425 

K421 

※K409

※K407

K405 K404 

男子ＷＣ 

女子ＷＣ 

※K417

※K416

4階 

（※練習室） 

K401 

※K418

2 階 

男子 
ＷＣ 

女子ＷＣ 

DAW演習室 

作曲デザイン 
レッスン室

電子オルガン 
レッスン室 1

電子オルガン 
レッスン室 2

電子オルガン 
作曲デザイン 

教員 
研究室 

作曲デザイン 
レッスン室

電子オルガン 
演習室 

屋外 

避難 

階段 

自販機 
ｺｰﾅｰ 

人荷用 

EV 
倉庫 

搬入口 
EV 

ホール

荷捌 

スペース

多目的 

ＷＣ 

録音スタジオ 

K103 

自習室 

廊下 

屋内 

避難 

階段 

事務室 

乗用 

EV 

EV 
ホール

ロビー

ピロティ 

エントランス

アプローチ

ロビー

屋内 

避難 

階段 

乗用 

EV 

EV 

ホール

屋外 

避難 

階段 

人荷用 

EV 

EV 

ホール

控室 

サイレントコーナー

グループ 

視聴覚室 

グループ 

視聴覚室 

開架書庫 

閲覧室 

廊下 

図書館 

事務室 
受付 

エントランスロビー

アプローチテラス

屋外 

避難 

階段 

人荷用 

EV 

EV 

ホール

屋内 

避難 

階段 

乗用 

EV 

EV 

ホール

ジャズ 
レッスン室 1

ジャズ 
レッスン室 2

廊下 

作曲デザイン 
演習室 

K420 

ジャズ 
レッスン室 3

ジャズ 
演習室 1 

ジャズ 
演習室 2 

 
ジャズ 

教員研究室 

K406 K403 

K402 

ピアノ 

練習室 1 
 

ピアノ 

練習室 2 

ピアノ 

練習室 3 

ロビー

廊下 

※K408

ﾛｯｶｰ 

ｺｰﾅｰ 

設備室 

K306 

教員研究室 

K305 

教員研究室 

K304 

講義室 

K303 

演習室 

K302 

演習室 

楽器展示室 

ロビー兼

休憩スペース 

PS 

PS 

EPS  PS 

屋外 

避難 

階段 

※K415

※K414

※K413

※K412

※K411

廊下 

K419 

女子ＷＣ 

男子ＷＣ 

屋内 

避難 
階段 

音響照明 

機材置場 

自販機 

コーナー
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K601 

K602 

K603 

K604 

K605 

学生サロン 

5 階 6 階 

ﾀﾞﾝｽ前室 

女子ＷＣ 

※K808

オペラ前室2 

オペラ前室 1 

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ前室 

男子ＷＣ 

女子ＷＣ 

K701 

体育館 

(多目的教室) 

K702 K703 K705 

7 階 

女子ＷＣ 

※K806

（録音） 

8 階 

※K807

（録音） 

※K805 

※K804 

※K803 

※K802 

※K801 

（※練習室） 

ドラム 

練習室 

ドラム 

練習室 

ドラム 

練習室 

ドラム 

練習室 

女子ＷＣ 

男子ＷＣ 

廊 下 

※K808 

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 
教員 

研究室 2

ダンス 

レッスン室
ダンス 

演習室 

屋外 
避難 

階段 

人荷用 

EV 

EV 

ホール

廊下 

屋内 
避難 

階段 

乗用 

EV 

EV 

ホール

屋外 

避難 

階段 

自販機 
ｺｰﾅｰ 

人荷用 

EV 

EV 

ホール

廊下 

屋内 
避難 

階段 

乗用 

EV 

EV 
ホール

廊下 

廊下 

屋根 

楽器庫 

 
ポピュラー 
演習室 1 

K507 

 
ポピュラー 
演習室 2 

K505 

 
ポピュラー 
レッスン室 1

K508 

 
ポピュラー 
レッスン室 2

K504 

 
 

ポピュラー教員研究室 

K506 

 
ポピュラー 
レッスン室 3

K503 

 
ポピュラー 
レッスン室 4

K501 
 

ポピュラー 
レッスン室 5

K502 

廊下 

売店 

ルーフテラス

 

体育教員 
研究室 

K704 

倉庫 

倉庫 倉庫 

倉庫 

倉庫 

シャワー室
（M）

更衣室 
（M） 

屋根 

更衣室 
（W） 

屋外 
避難 

階段 

人荷用 

EV 

EV 

ホール 

屋内 

避難 

階段 

乗用 

EV 

EV 
ホール

廊下 

屋内 
避難 

階段 

乗用 

EV 

EV 

ホール

屋外 

避難 

階段 

人荷用 

EV 

EV

ホール

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 

教員 
研究室 1

オペラ 
教員 

研究室

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 
ﾚｯｽﾝ室 1 

K607 

 
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 
ﾚｯｽﾝ室 2 

K608 

 
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 
演習室 

K606 

廊下 

屋外 
避難 

階段 

人荷用 

EV 

EV 

ホール

オペラ 

控室 1

オペラ 

控室 2

オペラ 

演習室

倉庫 

屋根 

バンド 

練習室 2

バンド 

練習室 1

体育館 

吹抜 

倉庫 

倉庫 

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 

控室 

 シャワー室
（W） 
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M 号館 

1 階 

ロビー 

２階客席 

女子 
ＷＣ 男子 

ＷＣ 

楽屋 

２－１ 

楽屋 

２－２ 

楽屋 

２－３ 

女子 
ＷＣ

女子 
ＷＣ 

厨房 

入口 女子ＷＣ 

男子 
ＷＣ 

入口 

入口 

飲食 

スペース

ぱうぜ 

特別室 

入試センター 

連携支援センター 

入試・広報事務部門 

男子ＷＣ 

コンサート・センター

コンサート

・センター

入試・広報 

事務部門 

女子ＷＣ 

2 階 1 階 2 階 

ＷＣ 
女子 

ロビー

楽屋 

2-1

楽屋 

2-2

楽屋 

2-3

ＷＣ 
女子 

N 号館 

パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ナ
ー 

 

女子 

男子 
 ＷＣ 

ＷＣ 

楽屋 

1-2

学生サロン「ぱうぜ」 

 

ヤマハ売店

幸楽会

事務室

ＷＣ 

1 階 2 階 

ザ・カレッジ・オペラハウス 

1 階 2 階 3 階 

音楽院事務室

2 階客席

 楽屋 

3-1

楽屋 

3-2

楽屋 

3-3

ＷＣ 

厨房 

ｽﾃｭｰﾃﾞﾝﾄ

ｺｰﾅｰ 売店 

飲食 

スペース

女子 

ＷＣ 

事 

務 

室 

ロビー

舞台 

製作室 
楽屋 

1-1
ＷＣ 

男子 

ＷＣ 

音 

響 

室 

調光・録音室 

１階客席

正面入口

楽屋口 

機 

械 

室 
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O 号館 

 

ポ
ン
プ
室 

学生控室 

※

Ｏ111 

※ 

Ｏ110 

※ 

Ｏ106 

※ 

Ｏ107 

※ 
Ｏ108 
※ 
Ｏ109 

教室 

Ｏ101 
楽器 

楽譜室

教室 

Ｏ103 

教室 

Ｏ104 

教室 

Ｏ105 

エントランス
玄関ホール 

ピロティ 

事務室 

共同研究室 

Ｏ102 

男
子
Ｗ
・
Ｃ

女
子
Ｗ
・
Ｃ

楽 器 庫  

エレベ 
ーター 

Private 

（P326） 

※ 

Ｐ313 

※ 

Ｐ311 

※ 

Ｐ312 

※ 

Ｐ308 

※ 

Ｐ310 

※ 

Ｐ307 

※ 

Ｐ309 

※ 

Ｐ304 

※ 

Ｐ302 

※ 

Ｐ306 

※ 

Ｐ305 

※ 

Ｐ303 

※ 

Ｐ301 

※ 

Ｐ324 

※ 

Ｐ323 

※ 

Ｐ321 

※ 

Ｐ319 

※ 

Ｐ317 

※ 

Ｐ325 

※ 

Ｐ320 

※ 

Ｐ322 

※ 

Ｐ315 

※ 

Ｐ316 

※ 

Ｐ318 

Ｗ
Ｃ 

※ 

Ｐ314 

ＷＣ

P 号館 （ミレニアムホール）

3 階 

3 階 

Ｗ
Ｃ

Private 

（P226） 

ミレニアムホール

上 部 

機械室 機械室 

エントランスホール
上 部 

※ 
Ｐ214 

※ 
Ｐ213 

※ 
Ｐ212 

※ 
Ｐ211 

※ 
Ｐ210

※ 
Ｐ209 

※ 
Ｐ208

※ 
Ｐ207

※ 
Ｐ206 

※ 
Ｐ205 

※ 
Ｐ204 

※ 
Ｐ203 

※ 
Ｐ202 

※ 
Ｐ201 

※ 
Ｐ225

※ 
Ｐ224

※ 
Ｐ223

※ 
Ｐ222

※ 
Ｐ221 

※ 
Ｐ220

※ 
Ｐ219

※ 
Ｐ218 

※ 
Ｐ217

※ 
Ｐ216

※ 
Ｐ215 

ＷＣ 

※ 

Ｏ313 

※ 

Ｏ312 

※ 

Ｏ311 

※ 

Ｏ310 

※ 

Ｏ309 

※ 

Ｏ308 

※ 

Ｏ307 

※ 

Ｏ306 

※ 

Ｏ305 

※ 

Ｏ303 

※ 

Ｏ302 

※ 

Ｏ304 

※ 

Ｏ301 

※ 

Ｏ319 

※ 

Ｏ318 

※ 

Ｏ320 

※ 

Ｏ317 

※ 

Ｏ316 

※ 

Ｏ315 

男
子
Ｗ
・
Ｃ 

女
子
Ｗ
・
Ｃ 

※ 

Ｏ314 

吹  抜 吹  抜 

吹  抜 

楽 器 庫  

機 械 室  

ロビー 

エレベ 
ーター 

1 階 

2 階 

1 階 2 階 

※ 

Ｏ210 

※ 

Ｏ209 

※ 

Ｏ208 

※ 

Ｏ207 

※ 

Ｏ206 

※ 

Ｏ204 

※ 

Ｏ203 

※ 

Ｏ205 

男
子
Ｗ
・
Ｃ 

女
子
Ｗ
・
Ｃ 

※ 

Ｏ216 

※ 

Ｏ215 

※ 

Ｏ214 

※ 

Ｏ213 

※ 

Ｏ212 

※ 

Ｏ211 

吹  抜 

エレベ 
ーター 

楽 器  

ロッカー室 

吹 抜 ロビー 

教室 

Ｏ202 

教室 

Ｏ201 

機 械 室

教室

O105 

※ 
O216 

教室 

O104 

教室 

O103 

※ 

O106 

※ 

O111 

※ 

O110 

※O107

共同研究室 

O102 

※O108

※O109 

学生サロン 

楽器 

楽譜室 

楽器庫 

ピロティ

エントランス 

玄関ホール 

事務室 

教室 

O101 

EV 

EV 

EV 

男 
子 
W 
C 

女 
子 
W 
C ポ 

ン 
プ 
室 

※ 
O215 

※ 
O214 

※ 
O213 

※ 
O212 

※ 
O211 

男 
子 
W 
C 

女 
子 
W 
C 

教室 

O202 

機械室 

楽器 

ロッカー室 

教室 

O201 

吹 抜 

吹 抜 ロビー

※ 
O210 

※ 
O209 

※ 
O208 

※ 
O207 

※ 
O206 

※ 
O205 

※ 
O204 

※ 
O203 

機械室 

楽器庫 
吹 抜 男 

子 
W 
C 

女 
子 
W 
C 

※ 
O313 

※ 
O312 

※ 
O311 

※ 
O310 

※ 
O309 

※ 
O308 

※ 
O307 

※ 
O306 

※ 
O305 

※ 
O304 

※ 
O303 

※ 
O302 

※ 
O301 ロビー

吹 抜 

吹 抜 

※ 
P214 

※ 
P213 

※ 
P212 

※ 
P211 

※ 
P210 

※ 
P209 

※ 
P208 

※ 
P207
8
※ 
P206 

※ 
P205 

※ 
P204 

※ 
P203 

※ 
P202 

※ 
P201 

Private 
（P226） 

※ 
P225 

※ 
P224 

※ 
P223 

※ 
P222 

※ 
P221 

※ 
P220 

※ 
P219
8
※ 
P218 

※ 
P217 

※ 
P216 

※ 
P215 

WC 

エントランスホール 

上 部 

ミレニアムホール

上 部 

機械室 機械室 

※ 
P314 

※ 
P313 

※ 
P312 

※ 
P311 

※ 
P310 

※ 
P309 

※ 
P308 

※ 
P307
8
※ 
P306 

※ 
P305 

※ 
P304 

※ 
P303 

※ 
P302 

※ 
P301 

Private 
（P326） 

※ 
P225 

※ 
P324 

※ 
P323 

※ 
P322 

※ 
P321 

※ 
P320 

※ 
P319
8
※ 
P318 

※ 
P317 

※ 
P316 

※ 
P315 

WC 

※ 
P325 

※ 
O320 

※ 
O319 

※ 
O318 

※ 
O317 

※ 
O316 

※ 
O315 

※ 
O314 

 

ｗｃ 

風除室

P107 

P106 

P105 

P104 

P103 

P102 

P101 

WC 

WC 

WC 

楽 
屋 
口 

荷 
捌 
き 

楽器庫 

通路 

ステージ 上 
手 

下 
手 

楽器庫 

WC 

WC 

WC 

客 席 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ室 

エントランスホール

倉 
庫 

風除室 

P 号館 
事務室 

玄関 

控室 C 控室 B 控室 A 

 

ステージ

W 
C W 

C 
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２０２４年３月３１日現在

管 理 関 係 付 属

実 習 室 レ ッ ス ン 室 練 習 室 そ の 他 研 究 施 設
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

鉄筋 (4) (2) (20) (1) (45) (72)

311.40 270.65 457.20 28.61 2,612.02 3,679.88
鉄筋 (11) (16) (13) (2) (42)

994.96 470.40 660.87 65.02 2,191.25
鉄筋 (7) (4) (1) (2) (10) (1) (25)

460.08 324.50 25.56 51.12 603.88 141.70 1,606.84
鉄筋 (8) (10) (1) (19)

67.92 411.29 90.00 569.21
鉄筋 (6) (10) (33) (52) (21) (122)

481.33 880.90 628.12 611.39 1,307.41 3,909.15
鉄骨 (10) (9) (1) (20)

114.00 86.43 47.40 247.83
鉄筋 (36) (16) (52)

564.60 874.45 1,439.05
鉄骨 (22) (22)

1,378.63 1,378.63
鉄骨 (4) (4)

11.42 11.42
鉄骨 (1) (22) (1) (14) (19) (8) (11) (52) (3) (6) (1) (138)

133.83 1,754.98 20.93 482.68 215.28 179.10 756.37 2,643.75 245.87 491.16 112.30 7,036.25
鉄骨 (2) (2)

14.00 14.00
鉄筋 (1) (1)

5,489.39 5,489.39
鉄骨 (5) (1) (6)

96.66 32.94 129.60
鉄骨 (9) (9)

287.97 287.97
鉄筋 (6) (12) (28) (1) (17) (1) (65)

684.18 343.36 702.13 105.24 1,449.84 90.40 3,375.15
鉄骨 (24) (24)

186.14 186.14
鉄骨 (18) (18)

158.48 158.48
鉄筋 (5) (2) (50) (1) (46) (104)

565.82 89.70 560.50 22.42 1,343.73 2,582.17
鉄骨 (3) (10) (13)

315.00 177.98 492.98
鉄筋 (247) (247) 3.519+4.791=8.31

2,944.113 2,944.113 過年度報告調整数含む(C棟２階)

(9) (16) (19) (1) (45)

602.56 213.28 660.37 237.60 1,713.81

(4) (4)

42.00 42.00

室数 29 61 3 111 168 49 11 334 31 1 7 2 247 1,054

㎡ 2,381.60 5,398.59 110.63 2,595.04 2,296.78 951.09 756.37 13,628.69 1,950.26 5,489.39 728.76 254.00 2,944.11 39,485.313

室数 29 52 3 95 168 49 11 297 30 1 6 2 247 990

㎡ 2,381.60 4,796.03 110.63 2,381.76 2,296.78 951.09 756.37 12,541.69 1,917.32 5,489.39 491.16 254.00 2,944.11 37,311.933

(49 ) (11 ) (1 ) (6 ) (2 ) (247 ) (990 )
951.09 756.37 5,489.39 491.16 254.00 2,944.113 37,311.933

951 756 5,489 491 254 2,944 37,312

鉄筋コンクリート造 27,786 27,786.203

鉄骨造 9,526 9,525.73

37,312 37,311.933

M号館・Ｎ号館・幼稚園・
未登記含む

合計
(文科省基本調査)

7,178 4,789 14,459基本調査票記入数値

7,177.63 4,789.17 14,459.01
(81 ) (266 ) (327 )

学 校 建 物 の 用 途 別 面 積 （ 延 面 積 ）

講 義 室 演 習 室
（ 実 験 室 ・ 実 習 室 ）

研 究 室 図 書 館 厚 生 施 設 講 堂 体 育 施 設 寄 宿 舎

合計

計 備　　考

Ａ号館増築部・保健室含む

現業職員室・修繕担当職員室

庄内守衛室

Ａ号館

Ｂ号館

Ｄ号館

Ｅ号館

Ｆ号館

Ｊ号館
（ぱうぜ）

Ｇ号館

Ｈ号館

未登記

幼稚園

豊南寮

箕面校舎

Ｐ号館

Ｌ号館
（ザ・カレッジ・オペラハウス）

野田守衛室

Ｋ号館

Ｏ３号館

Ｏ２号館

Ｏ号館

Ｎ号館

Ｍ号館
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大阪音楽大学短期大学部学則 

文部省校管第183号認可：1951年 3月 7日 

最近改定：2025年 5月29日 

第 1 章  総  則 

(目的及び使命) 

第 1 条   本学は音楽に関する実際的な専門職業に重きを置く短期大学教育を施し、

音楽を通じて良き社会人を育成することを目的並びに使命とする。 

(人材養成及び教育研究上の目的) 

第 1 条の2  本学は世界に広がる音楽文化を広量な精神をもって理解、摂取し、時代に

先駆けた創造的、実験的な音楽の発信者や音楽文化の担い手となる、幅広い

人間力と専門性を備えた人材を育成するため、次の各号に掲げる事項を教育

目標とする。 

(1) 世界の音楽、並びに音楽に関連するもろもろの芸術・学問を身に付けた

進取の精神を持った人材の育成

(2) 知性と洞察力をもって、変貌する社会や音楽に積極的に関われる人材の育

成

(3) 時代に先駆ける進取の音楽性を核とした豊かな人間性によって多くの人々

から信頼を受け、社会を牽引できる人材の育成

(4) 変貌する音楽の現在や未来の可能性を伝えることができる教育能力を備え

た人材の育成

(自己評価等) 

第 2 条   本学は教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成する

ため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、

その結果を公表する。 

2. 前項の点検及び評価を行うに当たっての項目の設定、実施体制等について

は別に定める。

(情報の積極的な提供) 

第 3 条 本学は、本学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載そ

の他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供・開示

する。 

第 2 章  学科の組織 

(学科) 

第 4 条 本学に次の学科を置く。 

音楽科 

第 3 章  入学定員及び収容定員 

(学生定員) 

― 学則 ― 1 ―



第 5 条 学生の学科の入学定員並びに収容定員は次のとおりとする。 

入学定員  収容定員 

音楽科        50人   100人 

(専攻科) 

第 6 条 本学に専攻科を置く。専攻科に関する規則は別に定める。 

第 4 章  修業年限、学年、学期、授業期間及び休業 

(修業年限) 

第 7 条  本学の修業年限は2年とする。ただし、再入学・転入学した者については、

再入学・転入学した学年の残余の年数を修業年限とする。 

(長期履修学生制度) 

第 7 条の2  前条の規定にかかわらず、学生が職業を有している等の事情により修業年

限を超えて計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出た

ときは、長期履修学生としてその計画的な履修を認めることができる。 

2. 前項に関し、必要な事項は別に定める。

(学年) 

第 8 条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 

(学期) 

第 9 条 学年を分けて次の2期の学期とする。 

前期    4月1日から9月30日まで  

後期  10月1日から翌年3月31日まで 

(1年間の授業期間) 

第 10 条   1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め35週にわたることを原

則とする。 

(各授業科目の授業期間) 

第 11 条   各授業科目の授業は15週にわたる期間を単位として行う。ただし、教育上

必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において

授業を行うことがある。 

(休業日) 

第 12 条   学年中の休業日は次のとおりとする。 

日 曜 日 

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

本学創立記念日  10月15日(日曜日に当たる場合はその翌々日の火曜日

を休業日とする。) 

夏 季 休 業   7月26日から8月31日まで 

冬 季 休 業  12月23日から1月7日まで 

春 季 休 業   3月21日から3月31日まで 

(臨時休業日、臨時授業日) 
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第 13 条   前条に規定する休業日のほかに、教授会の審議を経て学長が臨時に休業日

とすることがある。 

2. 前条に規定する休業日のうち一部を、教授会の審議を経て学長が臨時に授

業日とすることがある。

第 5 章  入学、再入学、転入学、休学、復学、退学、転学及び除籍、復籍 

(入学の時期) 

第 14 条   入学は学年の始めとする。 

(入学資格) 

第 15 条   入学を許可される者は、次の各号の一に該当し、かつ、本学所定の試験に

合格した者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程

によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 文部科学大臣が定めるところにより、本項第1号又は第2号と同等以上

の学力があると認められた者

ｲ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれ

に準ずる者で文部科学大臣の指定した者

ﾛ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定

した在外教育施設の当該課程を修了した者

ﾊ 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であること、その他の文部科

学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指

定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

ﾆ 文部科学大臣の指定した者

ﾎ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）による

高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格

検定に合格した者を含む。）

ﾍ 高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学し、他大学に入学した

者であって、本学において本学の教育を受けるにふさわしい学力があ

ると認めた者

ﾄ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と

同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者

(入学願) 

第 16 条   入学志願者は指定の期日までに入学願書に所定の書類及び入学検定料を添

えて提出しなければならない。 

(入学許可) 

第 17 条   第15条に基づき、入学資格を満たした者が入学の許可を受けようとすると

きは、指定の期日までに入学手続納付金を納入しなければならない。 

2. 入学手続納付金とは入学金をいう。

(保証人) 

第 18 条   入学を許可された者は1名の保証人の誓約書を提出しなければならない。 

2. 保証人は独立生計を維持する者であり、よくその任に堪えられる成年で原
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則として日本に在住し、本学において適当と認めた者であることを要する。 

3.   保証人を変更する場合はその理由を付して直ちに届け出なければならない。 

 

(入学許可の取り消し) 

第 19 条   第17条及び第18条の規定に違反した者は入学の許可を取り消すことがある。 

 

(納付金の返還) 

第 20 条   既納の入学検定料・入学手続納付金は原則として返還しない。 

 

(再入学、転入学)        

第 21 条   本学を退学し再入学を希望する者、又は他の短期大学あるいは大学より転

入学を希望する者があるときは、欠員のある場合に限り選考の上、相当年次

に入学を許可することがある。 

2.   再入学・転入学を許可された者の授業料、施設費、教職課程履修料及び在

籍料の額は当該年度における当該年次の納入額とする。 

 

(休学、復学) 

第 22 条   疾病その他の事由によって欠席が2ヶ月以上にわたるときは、許可を得て休

学することができる。休学の期間を終了したときには、すみやかに復学する

ものとする。 

2.   休学しようとする者は、その期間及びその事由を付して願い出なければな

らない。 

3.   疾病あるいは負傷のために休学するときには、医師の診断書を添えなけれ

ばならない。 

4.   留学のために休学するときには、届け出なければならない。 

 

(休学の期間) 

第 23 条   休学は1年を超えることはできない。ただし、特別の事由があるときは許可

を得て、引き続きさらに1年を限度に期間を延長することができる。 

2.   休学の期間は通算して2年を超えることができない。 

3.   休学した期間はこれを在学期間に算入しない。 

 

(休学期間内の復学) 

第 24 条   休学期間内において事由がやんだときは復学願に医師の診断書又は理由書

を添え許可を得て復学することができる。ただし、休学前までに納入すべき

授業料・施設費が未納の場合、又は休学期間中の在籍料が未納の場合は復学

することはできない。 

 

(退学、転学) 

第 25 条   退学又は他の大学あるいは短期大学へ転学を希望する者はその事由を付し

て願い出て許可を得なければならない。 

 

(除籍、復籍) 

第 26 条   本学の学生で次の各号の一に該当する者はこれを除籍する。 

(1) 修業年限の2倍の期間を経過してもなお卒業に必要な単位を修得できない 

者  

(2) 督促を受けても授業料・施設費・在籍料を納入しない者 
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(3) 1年以上行方不明の者

ただし、第2号に該当した者が未納の授業料・施設費を納入した場合、復

籍を認めることがある。復籍に関する規則は別に定める。

(裁定) 

第 27 条   本章に規定する入学・再入学・転入学・休学・退学・転学の許可及び入学

の取り消し・除籍・復籍に係る決定は、学長が行う。 

第 6 章  教育課程等 

(卒業要件) 

第 28 条   本学を卒業するためには下記を含む62単位以上を修得することとし、その

他本学が定める卒業の要件を満たさなければならない。 

一般教育科目 7単位以上 

外 国 語 科 目 2単位以上 

保健体育科目 1単位以上 

専門教育科目    38単位以上 

2. 前項の62単位には、教職に関する科目の中で本学が指定する科目を合計4単

位まで含めることができる。

(教育職員免許状の取得) 

第 29 条   教育職員免許状を得ようとする者は前条の卒業要件を充足するとともに、

教育職員免許法及び同法施行規則に定める単位を修得しなければならない。 

2. 前項により取得できる教育職員免許状の種類は次のとおりである。

音楽科 中学校教諭2種免許状(音楽) 

 (授業科目等) 

第 30 条   第1条の目的を達成するため、授業科目を開設する。 

(1) 卒業要件に関する科目、単位数等は別表第Ⅰ－(1)に定める。

(2) 中学校教諭2種免許状（音楽）の授与を受ける場合の教科の指導法及び教

育の基礎的理解に関する科目等の単位数は別表第Ⅱに定める。

2. 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する。

(単位算定基準) 

第 31 条   1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを

標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果・授業時間外に必要

な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算する。 

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、授業科目

により15時間をもって1単位とすることがある。

(3) 実験・実習及び実技については、45時間の授業をもって1単位とする。た

だし、授業科目により30時間をもって1単位とすることがある。

(4) 個人指導による音楽実技の授業については、5時間の授業をもって1単位

とする。

(5) 一の授業科目について、講義・演習・実験・実習又は実技のうち二以上
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の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み

合わせに応じ第1号から第3号の基準を考慮して定める時間の授業をもって

1単位とする。 

(6) 科目において、授業時間外に必要とする学修の量及びその教育効果を測

り1単位相当の授業時数を別に定めることがある。この場合、演習につい

ては15時間から30時間の範囲の授業をもって1単位とし、実験・実習・実

技については30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。 

2.   卒業研究・卒業制作・卒業演奏等の授業科目については、これらの学修の

成果を評価して、単位を授与することが適切と認められる場合には、これら

に必要な学修の内容を考慮して、単位を定める。 

 

(授業の形態) 

第31条の2  授業は、講義、演習、実習、実験若しくは実技のいずれかにより又はこれ

らの併用により行うものとする。 

2.   本学は、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、文部科学大臣が

別に定めるところにより、前項の授業を多様なメディアを高度に利用して、

当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3.   前項の授業の方法により修得する単位数は、卒業の要件として修得すべき

単位数のうち、30単位を超えないものとする。 

 

第 7 章  単位の授与、認定及び学習の評価、卒業及び短期大学士の学位授与 

 

(単位の授与) 

第 32 条   一の授業科目を履修した学生に対し、学修の成果を評価して、単位を与え

るものとする。ただし、卒業研究・卒業制作・卒業演奏等の授業科目につい

ては、別に定める方法により学修の成果を評価して単位を与える。 

 

(他の短期大学又は大学等における授業科目等の単位修得)       

第 33 条   本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより、他

の短期大学又は大学等における授業科目（科目等履修及び特別の課程（履修

証明プログラム）を含む。）の履修により修得した単位を、15単位を超えな

い範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで

きる。 

2.   前項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。 

3.   第1項及び第2項の基準は別に定める。 

 

(前条以外の教育施設等における学修) 

第 34 条   本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う高等専門学校の専攻科にお

ける学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の

履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。 

2.   前項により与えることができる単位数は、前条第1項により本学において修

得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。 

 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第 35 条   本学が教育上有益と認めるとき、学生が本学に入学する前に短期大学又は

大学等における授業科目（科目等履修及び特別の課程（履修証明プログラ
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ム）を含む。）の履修により修得した単位を、本学に入学した後の本学にお

ける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2.   本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った高等

専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本

学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与え

ることができる。 

3.   前2項により本学において修得したものとみなすことのできる単位数は、転

入学の場合を除き、合わせて15単位を超えないものとする。 

4.   入学前の既修得単位認定の基準は別に定める。 

 

(成績評価基準等の明示)  

第 36 条   学生に対して授業の方法及び内容並びに授業計画をあらかじめ明示する。 

2.   学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を

確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該

基準に従って適切に行うものとする。 

3.   成績評価は、試験及び平常の成績によって行い、秀・優・良・可・不可         

をもってあらわし、可以上を合格とする。 

 

(卒業の認定)  

第 37 条   2年以上在学した者の所定の課程修了の認定及び卒業の認定は、教授会の 

審議を経て学長が行う。 

2.   卒業を認定された者には、卒業証書を授与する。 

 

(短期大学士の学位授与) 

第 38 条   学長は本学を卒業した者に対し短期大学士（音楽）の学位を授与する。 

2.   学位に関する規則は、別に定める。 

 

(学籍の失効) 

第 38 条の2 本学において短期大学士の学位を得た者はその学籍を失う。 

 

第 8 章  授業料、施設費、入学金、教職課程履修料、在籍料及び入学検定料 

 

(授業料等納入の期日) 

第 39 条   授業料等納付金は本学が指定した期日までに納入しなければならない。 

2.   授業料等納付金を前項の期日までに納入しない者には出席停止（受験停止

を含む）を命ずることがある。 

 

(授業料等の金額) 

第 40 条   授業料・施設費・入学金・教職課程履修料、在籍料及び入学検定料の額は      

別表第Ⅲ－(1)に定める。 

2.   第29条に定める教育職員免許状を得ようとする場合、別表第Ⅲ－(1)に定め

る教職課程履修料を納入しなければならない。 

 

(授業料の不還付) 

第 41 条   既納の授業料は第42条による場合を除き、いかなる事由があっても返還し

ない。 
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(休学期間中の授業料・施設費及び在籍料) 

第 42 条   休学期間中の授業料・施設費は免除する。免除額の算定は月単位とする。 

2.   休学期間中は在籍料を納入しなければならない。納付額の算定は月単位と

する。 

3.   その他休学期間中の在籍料について必要な事項は別に定める。 

 

第 9 章  職員組織 

 

(学長) 

第 43 条   本学に学長を置く。学長は校務を掌り所属職員を統督する。学長の任用に

ついては別に定める。 

 

(副学長) 

第 44 条   本学に副学長を置くことができる。副学長の任用については、別に定める。 

 

(職員組織) 

第 45 条   本学に教授・准教授・講師・助教・助手・事務職員及びその他の職員を置

く。 

2.   本学に特任教員を置くことができる。特任教員に関する事項は別に定める。 

3.   本学に名誉教授を置くことができる。名誉教授に関する事項は別に定める。 

4.   本学に客員教員を置くことができる。客員教員に関する事項は別に定める。 

 

第 10 章  教 授 会 

 

(教授会) 

第 46 条   本学に教授会を置く。 

 

(教授会の構成) 

第 47 条   教授会は次の各号に掲げる者をもって組織する。 

     (1) 学長 

     (2) 副学長 

     (3) 専任教授 

     (4) 専任准教授 

     (5) 専任講師及び専任助教 

 

(招集、議長、成立の要件、定例及び臨時教授会) 

第 48 条   教授会は学長がこれを招集し、議長は教授会構成員の中から互選する。 

2.   教授会は3分の2以上の出席をもって成立する。 

3.   教授会は定例として月1回招集することを原則とする。ただし、学長又は議

長が特別に必要と認めたとき、あるいは3分の1以上の構成員から請求がある

とき、学長は臨時に教授会を招集しなければならない。 

4.   教授会の運営に当たって必要な事項は別に定める。 

 

 (審議事項) 

第 49 条   教授会は、学長が次に揚げる事項について決定を行うに当たり意見を述べ

るものとする。 

(1) 学生の入学、進級、単位認定、卒業及び課程の修了 
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(2) 学位の授与

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意

見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。

2. 教授会は、前項に規定するもののほか、学長が掌る教育研究に関する次の

各号の事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることがで

きる。

(1) 学則の制定及び改定に関する事項

(2) 自己点検・評価に関する事項

(3) 学生生活及び勉学環境の整備に関する事項

(4) 学生の賞罰に関する事項

(5) 学長、副学長及び教員の人事に関する事項

(6) 名誉教授等の称号の授与に関する事項

(7) 他大学又は短期大学との間の単位互換等、他の教育機関との協定に関す

る事項

第 11 章  科目等履修生、聴講生、特別聴講学生 

(科目等履修生及び聴講生) 

第 50 条   本学で開講されている授業科目の履修又は聴講を希望し、学長が相当の学

力があると認めた者に対しては、当該科目の授業及び研究に支障のない限り

科目等履修生又は聴講生としてこれを許可することがある。科目等履修生に

関する規程及び聴講生に関する規程は別に定める。 

(履修期間、聴講期間) 

第 51 条   科目等履修生の履修を許可する時期、及び聴講生の受講を許可する時期は

学期の始めとし、履修・聴講の期間は1年又は1学期とする。ただし、本人の

希望によりその期間を更新することができる。 

(履修料、聴講料等) 

第 52 条   科目等履修生の履修料及び聴講生の聴講料、並びにその他納入しなければ

ならない費用は、別表第Ⅳに定める。 

(単位互換) 

第 53 条   短期大学設置基準第14条第1項に基づき、他の短期大学又は大学との協議に

より当該他短期大学又は大学との間に単位互換の協定を結ぶことができる。 

2. 単位互換の協定に関して必要な事項は別に定める。

(特別聴講学生) 

第 54 条   前条の協定により受け入れた本学の授業科目を履修する学生を特別聴講学

生と称する。 

2. 特別聴講学生に関して必要な事項は別に定める。

(科目等履修生、特別聴講学生の準用規定等) 

第 55 条   科目等履修生及び特別聴講学生に対しては、本学則の第8条～13条、第30 

条～32条、第36条の規定を準用する。 

2. 聴講生に対しては、本学則の第8条～13条及び第36条第1項の規定を準用す

る。
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第 12 章  留 学 生 

(受入れ、送出し) 

第 56 条   外国人で本学に入学を希望する者があるときは、選考の上、許可すること

がある。外国人留学生に関する規程は別に定める。 

2. 外国人留学生に対しては、本学則を適用又は準用することができる。

3. 本学学生で海外提携校に留学を希望する者があるときは、選考の上、許可

することがある。海外提携校留学に関する規程は別に定める。

第 13 章  公開講座 

(公開講座) 

第 57 条   本学は広く芸術に関する知識・技能を高め、芸術文化の向上に資するため

公開講座を行うことがある。 

2. 公開講座の実施については別に定める。

第 14 章  賞  罰 

(表彰) 

第 58 条   学業・性行その他の業績において特に優れている学生に対しては教授会の

審議を経て学長が表彰することができる。 

(懲戒) 

第 59 条   本学の学則に違背し、その他学生の本分にもとる言動がある者には、教授

会の審議を経て学長が懲戒を加える。 

(懲戒の種類) 

第 60 条    懲戒の種類は譴責・停学・放学とする。 

(放学) 

第 61 条   在学中、次の各号の一に該当する者は放学とする。 

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第 15 章  音楽メディアセンター（付属図書館・楽器資料館） 

(音楽メディアセンター) 

第 62 条   本学に音楽メディアセンターを置く。 

2. 音楽メディアセンターに関する規程は別に定める。

(図書館) 

第 63 条   音楽メディアセンター内に本学付属図書館を置く。 

2. 付属図書館に関する規程は別に定める。
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(楽器資料館) 

第 64 条   音楽メディアセンター内に本学楽器資料館を置く。 

2.   楽器資料館に関する規程は別に定める。 

 

第 16 章  学 生 寮 

 

(学生寮) 

第 65 条   本学に学生寮を設ける。学生寮には本学の学生であって原則として自宅通

学の困難な者が入寮できる。 

2.   学生寮に関する規程は別に定める。 

 

第 17 章  事務組織等 

(事務組織) 

第 66 条   本学はその事務を処理するため、専任の職員を置き、適当な事務組織を設

ける。これについては別に定める。 

 

 (学生生活、勉学上の環境整備の組織) 

第 67 条   本学は、学生生活及び学生の勉学上の環境を整えるために、適当な組織を

設ける。これについては別に定める。 

 

 

附 則 

この学則は､1951年4月1日から施行する。 

 

附 則(1954年4月1日) 

この学則は､1954年4月1日から施行する｡ 

 

附 則(1956年4月1日) 

この学則は、1956年4月1日から施行する。 

 

附 則(1957年4月1日) 

この学則は、1957年4月1日から施行する。 

 

附 則(1958年4月1日) 

この学則は、1958年4月1日から施行する。 

 

附 則(1959年4月1日) 

この学則は、1959年4月1日から施行する。 

 

附 則(1965年4月１日) 

この学則は、1965年4月1日から施行する。 

 

附 則(1966年4月1日) 

この学則は、1966年4月1日から施行する。 

 

附 則(1967年4月1日) 

この学則は、1967年4月1日から施行する。 
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附 則(1968年4月1日) 

この学則は、1968年4月1日から施行する。 

 

附 則(1972年4月1日) 

この学則は、1972年4月1日から施行する。 

 

附 則(1973年2月1日) 

この学則は、1973年2月1日から施行する。 

 

附 則(1973年4月1日) 

この学則は、1973年4月1日から施行する。 

 

附 則(1975年4月1日) 

この学則は、1975年4月1日から施行する。 

 

附 則(1976年4月1日) 

この学則は、1976年4月1日から施行する。 

 

附 則(1977年4月1日) 

この学則は、1977年4月1日から施行する。 

 

附 則(1978年4月1日) 

この学則は、1978年4月1日から施行する。 

 

附 則(1979年4月1日) 

この学則は、1978年4月1日から施行する。 

 

附 則(1980年4月1日) 

この学則は、1980年4月1日から施行する。 

 

附 則(1981年4月1日) 

この学則は、1981年4月1日から施行する。 

 

附 則(1982年4月1日) 

この学則は、1982年4月1日から施行する。 

 

附 則(1983年4月1日) 

この学則は、1983年4月1日から施行する。 

 

附 則(1984年4月1日) 

この学則は、1984年4月1日から施行する。 

 

附 則(1985年4月1日) 

この学則は、1985年4月1日から施行する。 

 

附 則(1986年4月1日) 
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この学則は、1986年4月1日から施行する。 

 

附 則(1987年4月1日) 

この学則は、1987年4月1日から施行する。 

 

附 則(1988年4月1日) 

この学則は、1988年4月1日から施行する。 

 

附 則(1989年4月1日) 

この学則は、1989年4月1日から施行する。 

 

附 則(1990年4月1日)       

この学則は、1990年4月1日から施行する。  

1990年4月1日前に在学した者が1990年4月1日以後に卒業する場合の教員養成課程は、

1989年度学則に定める課程による。 

 

附 則(1991年4月1日) 

この学則は、1991年4月1日から施行する。 

1990年4月1日前に在学した者が1990年4月1日以後に卒業する場合の教員養成課程は、

1989年度学則に定める課程による。 

 

附 則(1992年1月27日) 

この学則は、1992年4月1日から施行する。 

(大阪音楽大学短期大学部音楽科第1部の存続に関する経過措置) 

大阪音楽大学短期大学部音楽科第1部は、改正後の学則第2条、第4条、別表第Ⅰ、及

び別表第Ⅲの規定にかかわらず、1992年3月31日現在当該学科に在学する者が、当該

学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

 

附 則(1992年4月1日) 

この学則は、1992年4月1日から施行する。 

1990年4月1日前に在学した者が1990年4月1日以後に卒業する場合の教員養成課程は、

1989年度学則に定める課程による。 

 

附 則(1993年4月1日) 

この学則は、1993年4月1日から施行する。 

 

附 則(1994年4月1日) 

この学則は、1994年4月1日から施行する。 

 

附 則(1995年4月1日) 

この学則は、1995年4月1日から施行する。 

 

附 則(1996年4月1日) 

この学則は、1996年4月1日から施行する。 

1996年4月1日前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者の履修課程については、

別表第Ⅰの規定にかかわらず当該入学年度の旧学則に定める履修課程を適用する。 

1996年4月1日前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者の授業料等納付金の金
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額は、別表第Ⅲの規定にかかわらず当該入学年度の旧学則に定める金額を適用する。 

1996年4月1日前に大阪音楽大学短期大学部専攻科に在学する者の履修課程については、

別表第Ⅴの規定にかかわらず当該入学年度の旧学則に定める履修課程を適用する。 

 

附    則(1997年4月1日)  

  この学則は、1997年4月1日から施行する｡  

1997年4月1日前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者の履修課程については、

別表第Ⅱの規定にかかわらず当該入学年度の旧学則に定める履修課程を適用する。 

1997年4月1日前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者の授業料等納付金の金

額は、別表第Ⅲの規定にかかわらず当該入学年度の旧学則に定める金額を適用する。 

 

附 則(1998年4月1日) 

この学則は、1998年4月1日から施行する。 

1998年4月1日前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者の履修課程については、

別表第Ⅱの規定にかかわらず当該入学年度の旧学則に定める履修課程を適用する。 

1998年4月1日前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者の授業料等納付金の金

額は、別表第Ⅲの規定にかかわらず当該入学年度の旧学則に定める金額を適用する。 

 

附 則(1999年4月1日) 

この学則は、1999年4月1日から施行する。 

1999年4月1日前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者の履修課程については、

別表第Ⅱの規定にかかわらず当該入学年度の旧学則に定める履修課程を適用する。 

1999年4月1日前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者の授業料等納付金の金

額は、別表第Ⅲの規定にかかわらず当該入学年度の旧学則に定める金額を適用する。 

 

附 則(2000年4月1日) 

この学則は、2000年4月1日から施行する。 

2000年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。 

2000年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部専攻科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。 

 

附 則(2001年4月1日) 

この学則は、2001年4月1日から施行する。 

2001年4月1日以降入学者に適用する。それ以前の入学者に対しては、当該入学年度  

の旧学則を適用する。ただし、本学則第22条、第23条、第24条については本学則を適

用する。 

2001年3月31日以前に制定された規程等における学則条文番号の読み替えについては、

当分の間「学則条文番号読み替えについて」(2001年4月1日制定)によるものとする。 

 

附 則(2002年4月1日) 

この学則は、2002年4月1日から施行する。 

2002年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。ただし、本学則第22条、第23条、第24条については本

学則を適用する。 

 

附 則(2003年4月1日) 
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この学則は、2003年4月1日から施行する。 

2003年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。ただし、本学則第22条、第23条、第24条については本

学則を適用する。 

附 則(2004年4月1日) 

この学則は、2004年4月1日から施行する。 

2004年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。ただし、本学則第22条、第23条、第24条については本

学則を適用する。 

  2004年4月から音楽専攻(150人)の学生募集を停止し、在学生の卒業を待って廃止する。 

附 則(2005年4月1日) 

  この学則は、2005年4月1日から施行する。 

  2005年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当  

該入学年度の旧学則を適用する。 

附 則(2006年1月26日) 

  この学則は、2006年1月26日から施行し、2005年10月1日より適用する。 

  なお、本学則改正前に｢準学士｣の称号を持つ者及び準学士とみなされる者は、『学校

教育法の一部を改正する法律（平成17年法律第83号）附則第3条』により、｢短期大学

士｣とみなされる。 

附 則(2006年4月1日) 

  この学則は、2006年4月1日から施行する。 

  2006年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当  

該入学年度の旧学則を適用する。 

附 則(2007年4月1日) 

  この学則は、2007年4月1日から施行する。 

  2007年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当  

該入学年度の旧学則を適用する。 

附 則(2008年4月1日) 

この学則は、2008年4月1日から施行する。 

2008年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。ただし、本学則第56条については本学則を適用する。  

附 則(2008年10月1日) 

この学則は、2008年10月1日から施行する。 

2008年10月1日から音楽専攻を廃止する。  

附 則(2009年4月1日) 

  この学則は、2009年4月1日から施行する。 

  2009年 3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当  

該入学年度の旧学則を適用する。ただし、本則第56条については本学則を適用する。 

  2009年4月から作曲専攻(10人)、声楽専攻(50人)、器楽専攻(150人)、ジャズ･ポピュ
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ラー専攻(90人)の学生募集を停止し、在学生の卒業を待って廃止する。 

 

附 則(2010年4月1日) 

この学則は、2010年4月1日から施行する。 

2010 年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。ただし、本学則第56 条については本学則を適用する。 

 

附 則(2011 年4月1日) 

この学則は、2011年4月1日から施行する。 

2011年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。 

2011年4月から、作曲専攻（2人）、声楽専攻（5人）、器楽専攻（8人）は学生募集を

停止し、在学生が皆無となった時をもって廃止する。 

 

 

附 則(2012年4月1日) 

この学則は、2012年4月1日から施行する。 

2012年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。 

 

附 則(2012年6月1日) 

この学則は、2012年6月1日から施行する。 

2012年6月1日を以って作曲専攻、声楽専攻、器楽専攻、ジャズ・ポピュラー専攻を廃

止する。 

 

附 則（2013年4月1日） 

  この学則は、2013年4月1日から施行する。 

  2013年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。 

 

附 則（2014年4月1日） 

  この学則は、2014年4月1日から施行する。 

  2014年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。 

 

附  則（2015年4月1日） 

この学則は、2015年4月1日から施行する。 

2015年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部音楽科に在学する者については、当該

入学年度の旧学則を適用する。ただし、第１条の2、第7条の2、第13条、第27条、第

37条、第44条、第45条、第48条、第49条、第58条、第59条については、在籍する全学

生に適用する。 

 

附  則（2016年4月1日） 

この学則は、2016年4月1日から施行する。 

2016年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部又は大阪音楽大学短期大学部専攻科に

在学する者については、当該入学年度の旧学則を適用する。 
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附  則（2017年4月1日） 

この学則は、2017年4月1日から施行する。 

2017年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部又は大阪音楽大学短期大学部専攻科に

在学する者については、当該入学年度の旧学則を適用する。 

 

附 則（2018年4月1日） 

この学則は、2018年4月1日から施行する。 

2018年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部又は大阪音楽大学短期大学部専攻科に

在学する者については、当該入学年度の旧学則を適用する。 

ただし、第30条第1項（1）別表Ⅰの備考欄に※印の記載がある科目については、2018

年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部に在学する全学生に適用するものとし、必

要な事項については別に定める。 

 

附 則（2019年4月1日） 

この学則は、2019年4月1日から施行する。 

2019年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部又は大阪音楽大学短期大学部専攻科に

在学する者については、当該入学年度の旧学則を適用する。 

ただし、第22条第4項及び第30条第1項（1）別表Ⅰの備考欄に※印の記載がある科目

については、2019年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部に在学する全学生に適用

するものとし、必要な事項については別に定める。 

 

附 則（2020年4月1日） 

この学則は、2020年4月1日から施行する。 

2020年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部又は大阪音楽大学短期大学部専攻科に

在学する者については、当該入学年度の旧学則を適用する。 

ただし、第22条第4項及び第30条第1項（1）別表Ⅰの備考欄に※印の記載がある科目

については、2020年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部に在学する全学生に適用

するものとし、必要な事項については別に定める。 

 

附 則（2021年4月1日） 

この学則は、2021年4月1日から施行する。 

2021年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部又は大阪音楽大学短期大学部専攻科に

在籍する者については、当該入学年度の旧学則を適用する。 

ただし、第33条については、在籍する全学生に適用する。 

なお、別表第Ⅰの備考欄に※印の記載がある科目については、2021年3月31日以前に

大阪音楽大学短期大学部に在籍する全学生に適用するものとし、必要な事項について

は別に定める。 

 

附 則（2022年4月1日） 

  この学則は、2022年4月1日から施行する。 

2022年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部又は大阪音楽大学短期大学部専攻科に

在籍する者については、当該入学年度の旧学則を適用する。 

ただし、第30条第1項（1）別表第Ⅰ及び同項（2）別表第Ⅱの備考欄に※印の記載が

ある科目については、2022年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部に在籍する全学

生に適用するものとし、必要な事項については別に定める。 

 

 附 則（2023年4月1日） 
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この学則は、2023年4月1日から施行する。 

2023年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部又は大阪音楽大学短期大学部専攻科に

在籍する者については、当該入学年度の旧学則を適用する。 

ただし、第22条第4項及び第30条第1項（1）別表Ⅰの備考欄に※印の記載がある科目

については、2023年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部に在学する全学生に適用

するものとし、必要な事項については別に定める。 

 

附 則（2024年4月1日） 

この学則は、2024年4月1日から施行する。 

2024年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部又は大阪音楽大学短期大学部専攻科に

在籍する者については、当該入学年度の旧学則を適用する。 

ただし、第30条第1項（1）別表Ⅰの備考欄に※印の記載がある科目については、2024

年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部に在籍する全学生に適用するものとし、必

要な事項については別に定める。 

 

附 則（2025年4月1日） 

この学則は、2025年4月1日から施行する。 

2025年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部又は大阪音楽大学短期大学部専攻科に

在籍する者については、当該入学年度の旧学則を適用する。 

ただし、第31条の2については、2025年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部に在籍

する者に適用するものとし、必要な事項については別に定める。 

 

附 則（2025年5月29日） 

この学則は、2026年4月1日から施行する。 

2026年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部に在籍する者については、当該入学年

度の旧学則を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 学則 ― 18 ―



教養基礎ｾﾐﾅｰ 1
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ実践法 1
文学 2
哲学 2
美学・芸術学 2
日本国憲法 2
西洋文化史 2 　6単位以上修得とする。

心理学 2
日本語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習 1
ｸﾘﾃｨｶﾙ･ｼﾝｷﾝｸﾞ演習 1
音楽活動ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成 1
情報処理概論 2
人権と現代社会 2
ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ 2

1 22
 1単位以上修得とする。

体育Ａ 1
体育Ｂ 1

0 2
 2単位以上修得とする。

英語ａⅠ 1
英語ａⅡ 1
ﾄﾞｲﾂ語ａⅠ 1 　いずれか1ヵ国語

ﾄﾞｲﾂ語ａⅡ 1 　ａⅠ・ａⅡ 2単位を

ｲﾀﾘｱ語ａⅠ 1 　修得とする。

ｲﾀﾘｱ語ａⅡ 1
英語ａⅢ 1
英語ａⅣ 1
英語ｂⅠ 1
英語ｂⅡ 1
英語ｂⅢ 1
英語ｂⅣ 1
ﾄﾞｲﾂ語ａⅢ 1
ﾄﾞｲﾂ語ａⅣ 1
ﾄﾞｲﾂ語ｂⅠ 1
ﾄﾞｲﾂ語ｂⅡ 1
ﾄﾞｲﾂ語ｂⅢ 1
ﾄﾞｲﾂ語ｂⅣ 1
ｲﾀﾘｱ語ａⅢ 1
ｲﾀﾘｱ語ａⅣ 1
ｲﾀﾘｱ語ｂⅠ 1
ｲﾀﾘｱ語ｂⅡ 1
ｲﾀﾘｱ語ｂⅢ 1
ｲﾀﾘｱ語ｂⅣ 1
海外提携校外国語実習Ⅰ 1
海外提携校外国語実習Ⅱ 1

0 26
 38単位以上修得とする。

ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅠ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅡ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅢ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅣ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅤ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅥ 1

　別表第Ⅰ-(1)（第30条(1)関係）　卒業要件に関する科目 

学 科 の
名 称 等

備 考授　業　科　目　名

必　修

単位数

選　択

単位数

計

外
国
語
科
目

専
門
教
育
科
目

計

計

音

楽

科

一
般
教
育
科
目

保

健

体

育

科

目
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ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅦ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅧ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅨ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅩ 1
視奏Ａ 1
視奏Ｂ 1
ﾘｽﾞﾑｿﾙﾌｪｰｼﾞｭＡ 1
ﾘｽﾞﾑｿﾙﾌｪｰｼﾞｭＢ 1
ﾘﾄﾐｯｸⅠ 1
ﾘﾄﾐｯｸⅡ 1
音楽史(世界と日本の音楽を考える) 2
音楽史(ｼﾞｬｽﾞ) 2
ﾀﾞﾝｽＡ 1
ﾀﾞﾝｽＢ 1
ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｾｵﾘｰⅠ 1
ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｾｵﾘｰⅡ 1
音楽通論 1
音楽理論Ⅰ 1
音楽理論Ⅱ 1
音楽理論Ⅲ 1
音楽理論Ⅳ 1
楽曲研究 1
作曲法Ⅰ 1 　(含編曲法)

作曲法Ⅱ 1
作曲法Ⅲ 1
作曲法Ⅳ 1
指揮法 2
合唱Ａ 1
合唱Ｂ 1
合唱Ｃ 1
合唱Ｄ 1
副科鍵盤楽器演習Ⅰ 1 　ピアノAⅠ,AⅡ,AⅢ,AⅣ,

副科鍵盤楽器演習Ⅱ 1 　BⅠ,BⅡ,BⅢ,BⅣを履修

副科鍵盤楽器演習Ⅲ 1 　する場合は除く。

副科鍵盤楽器演習Ⅳ 1 　（含伴奏）

副科声楽Ⅰ 1
副科声楽Ⅱ 1
ﾋﾟｱﾉ構造論 2
ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾚﾒﾝﾂⅠ 1
ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾚﾒﾝﾂⅡ 1
音楽探検 1
音楽療法基礎 2
音楽療法実践 2
童謡･唱歌講座Ａ 1
童謡･唱歌講座Ｂ 1
副科邦楽合奏(箏)Ⅰ 1
副科邦楽合奏(箏)Ⅱ 1
副科邦楽合奏(三絃)Ⅰ 1
副科邦楽合奏(三絃)Ⅱ 1
副科邦楽合奏(尺八)Ⅰ 1
副科邦楽合奏(尺八)Ⅱ 1
副科邦楽合奏(胡弓)Ⅰ 1
副科邦楽合奏(胡弓)Ⅱ 1

器楽合奏(含 和楽器)Ⅰ 1

器楽合奏(含 和楽器)Ⅱ 1

副科吹奏楽Ａ 1

副科吹奏楽Ｂ 1

ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ表現技法Ａ 1

ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ表現技法Ｂ 1

ｺｰﾗｽﾜｰｸⅠ 1

　声楽AⅠ,AⅡ,AⅢ,AⅣ,

  BⅠ,BⅡ,BⅢ,BⅣを

  履修する場合は除く。
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ｺｰﾗｽﾜｰｸⅡ 1

ｺｰﾗｽﾜｰｸⅢ 1

ｺｰﾗｽﾜｰｸⅣ 1

ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅠ 1

ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅡ 1

ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅢ 1

ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅣ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅱ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅲ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅳ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅰ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅱ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅲ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅳ 1

教職弾き歌い 1
教職応用弾き歌いＡ（ｺｰﾄﾞ伴奏法） 1
教職応用弾き歌いＢ（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ歌唱法） 1

伴奏特別実習 1

舞台論特別実習 1

演奏論特別実習 1

創作活動特別実習 1

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ特別実習 1

社会活動特別実習 1

ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠａ 1

ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠｂ 1

ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡａ 1

ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡｂ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅰ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅱ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅲ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅳ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅰ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅱ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅲ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅳ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅰ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅱ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅲ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅳ 1
ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅠa 1
ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅠb 1
ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅡa 1
ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅡb 1
ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠａ 1

ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠｂ 1

ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡａ 1

ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡｂ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅰａ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅰｂ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅱａ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅱｂ 1

ﾍﾞｰｼｯｸ･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞⅠ 1

ﾍﾞｰｼｯｸ･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞⅡ 1

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ演習Ⅰ 1

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ演習Ⅱ 1

ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠ 1
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ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡ 1

ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠa 1

ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠb 1

ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡa 1

ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡb 1

ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅠ 1

ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅡ 1

ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅢ 1

ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅣ 1

ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞⅠ 1

ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞⅡ 1

音響基礎演習 2

照明基礎演習 2

音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅰ 1

音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅱ 1

声楽ＡⅠ 3

声楽ＡⅡ 3

ﾋﾟｱﾉＡⅠ 3 　(含伴奏法)

ﾋﾟｱﾉＡⅡ 3

管楽器ＡⅠ 3

管楽器ＡⅡ 3

弦楽器ＡⅠ 3

弦楽器ＡⅡ 3

打楽器ＡⅠ 3

打楽器ＡⅡ 3

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3

邦楽楽器ＡⅠ 3

邦楽楽器ＡⅡ 3

ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3

ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅠ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 1

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅡ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅱ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3

音響照明概論ＢⅠ 2

音響照明概論ＢⅡ 2

声楽ＢⅠ 2

声楽ＢⅡ 2

ﾋﾟｱﾉＢⅠ 2 　(含伴奏法)

ﾋﾟｱﾉＢⅡ 2

管楽器ＢⅠ 2

管楽器ＢⅡ 2

弦楽器ＢⅠ 2

弦楽器ＢⅡ 2

打楽器ＢⅠ 2

打楽器ＢⅡ 2

　1年次で6単位修得とする。
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ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅠ 2

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅡ 2   1年次で4単位修得とする。

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅠ 2

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅡ 2

邦楽楽器ＢⅠ 2

邦楽楽器ＢⅡ 2

ｼﾞｬｽﾞＢⅠ 2

ｼﾞｬｽﾞＢⅡ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅠ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅡ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅠ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅡ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅠ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅡ 2

ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅠ 2

ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅡ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅠ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅡ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅠ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅡ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅠ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅡ 2

ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅠ 2

ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅡ 2

吹奏楽Ⅰ 1

吹奏楽Ⅱ 1

吹奏楽Ⅲ 1

吹奏楽Ⅳ 1

ｵｰｹｽﾄﾗⅠ 1

ｵｰｹｽﾄﾗⅡ 1

ｵｰｹｽﾄﾗⅢ 1

ｵｰｹｽﾄﾗⅣ 1

ｺﾝｻｰﾄＰＡ演習Ⅰ 2

ｺﾝｻｰﾄＰＡ演習Ⅱ 2

音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅲ 1

音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅳ 1

声楽ＡⅢ 3

声楽ＡⅣ 3

ﾋﾟｱﾉＡⅢ 3

ﾋﾟｱﾉＡⅣ 3

管楽器ＡⅢ 3

管楽器ＡⅣ 3

弦楽器ＡⅢ 3

弦楽器ＡⅣ 3

打楽器ＡⅢ 3

打楽器ＡⅣ 3

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3

邦楽楽器ＡⅢ 3

邦楽楽器ＡⅣ 3

ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3

ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅢ 2

　2年次で6単位修得とする。
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ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅲ 1

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅣ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅳ 1

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3

音響照明概論ＢⅢ 2

音響照明概論ＢⅣ 2

声楽ＢⅢ 2

声楽ＢⅣ 2

ﾋﾟｱﾉＢⅢ 2

ﾋﾟｱﾉＢⅣ 2

管楽器ＢⅢ 2

管楽器ＢⅣ 2

弦楽器ＢⅢ 2

弦楽器ＢⅣ 2

打楽器ＢⅢ 2

打楽器ＢⅣ 2

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅢ 2

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅣ 2

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅢ 2

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅣ 2

邦楽楽器ＢⅢ 2

邦楽楽器ＢⅣ 2

ｼﾞｬｽﾞＢⅢ 2

ｼﾞｬｽﾞＢⅣ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅢ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅣ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅢ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅣ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅢ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅣ 2

ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅢ 2

ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅣ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅢ 2

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅣ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅢ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅣ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅢ 2

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅣ 2

ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅢ 2

ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅣ 2

吹奏楽Ⅴ 1

吹奏楽Ⅵ 1

吹奏楽Ⅶ 1

吹奏楽Ⅷ 1

ｵｰｹｽﾄﾗⅤ 1

ｵｰｹｽﾄﾗⅥ 1

ｵｰｹｽﾄﾗⅦ 1

ｵｰｹｽﾄﾗⅧ 1

ﾗｲﾌﾞ照明演習 2

ﾗｲﾌﾞＰＡ演習 2

 　2年次で4単位修得とする。
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ｺﾝｻｰﾄ照明演習Ⅰ 2

ｺﾝｻｰﾄ照明演習Ⅱ 2

ﾗｲﾌﾞ基礎演習 1

ﾗｲﾌﾞ総合演習 1

音楽著作権Ⅰ 2

音楽著作権Ⅱ 2

ｵｰﾃﾞｨｵｺﾝﾃﾝﾂ制作演習Ⅰ 1

ｵｰﾃﾞｨｵｺﾝﾃﾝﾂ制作演習Ⅱ 1

映像制作技術演習Ⅰ 1

映像制作技術演習Ⅱ 1

ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ演習 2

日本のＡ＆Ｒ史 2

世界のＡ＆Ｒ史 2

音響照明ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ演習Ⅰ 1

音響照明ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ演習Ⅱ 1

資格対策講座 2

ｲﾀﾘｱ歌曲基礎演習Ａ 1

ｲﾀﾘｱ歌曲基礎演習Ｂ 1

日本歌曲基礎演習 1

ﾄﾞｲﾂ歌曲基礎演習 1

ｳﾞｫｰｶﾙ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡ 1

ｳﾞｫｰｶﾙ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢ 1

演技演習ＡⅠ 1

演技演習ＢⅠ 1

演技演習ＡⅡ 1

演技演習ＢⅡ 1

専門合奏Ⅰ 1

専門合奏Ⅱ 1

専門合奏Ⅲ 1

専門合奏Ⅳ 1

邦楽合奏Ⅰａ 1

邦楽合奏Ⅰｂ 1

邦楽合奏Ⅱａ 1

邦楽合奏Ⅱｂ 1

邦楽合奏Ⅲａ 1

邦楽合奏Ⅲｂ 1

邦楽合奏Ⅳａ 1

邦楽合奏Ⅳｂ 1

ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅰ 2

ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅱ 2

ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅲ 2

ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅳ 2

ﾋﾟｱﾉ基礎演習Ⅰ 1

ﾋﾟｱﾉ基礎演習Ⅱ 1

ﾋﾟｱﾉ演奏法 1

ﾋﾟｱﾉ即興演奏法Ⅰ 1

ﾋﾟｱﾉ即興演奏法Ⅱ 1

ﾋﾟｱﾉ指導法 2

ﾋﾟｱﾉ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 1

専門合奏Ⅴ 1

専門合奏Ⅵ 1

専門合奏Ⅶ 1

専門合奏Ⅷ 1

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＡⅠ 1

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＡⅡ 1
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ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＢⅠ 1

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＢⅡ 1

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＡⅠ 1

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＡⅡ 1

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＢⅠ 1

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＢⅡ 1

邦楽探訪 2

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅰ 1

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅱ 1

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅲ 1

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅳ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅰ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅱ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅲ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅳ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅴ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅵ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅶ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅷ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＡⅠ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＡⅡ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＢⅠ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＢⅡ 1
台本読解演習Ⅰ 1
台本読解演習Ⅱ 1
台本読解演習Ⅲ 1
台本読解演習Ⅳ 1
実践演技体系Ⅰ 1
実践演技体系Ⅱ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅠ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅡ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅢ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅣ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅠ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅡ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅢ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅣ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅠ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅡ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅢ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅣ 1
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅠa 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅠb 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅡa 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅡb 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅠa 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅠb 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅡa 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅡb 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠa 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠb 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡa 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡb 2
ﾀﾞﾝｽ演習Ⅰ 1
ﾀﾞﾝｽ演習Ⅱ 1
ﾀﾞﾝｽ演習Ⅲ 1
ﾀﾞﾝｽ演習Ⅳ 1
卒業制作 2
卒業演奏 2
卒業研究 2
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0 616計
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別表第Ⅱ(第30条(2)関係)　教科の指導法及び教育の基礎的理解に関する科目等

  音楽科指導法Ⅰ 2

  音楽科指導法Ⅱ 1

計 2 1

　教職入門 1

  教育学概論 2

  教育心理学 2

　特別支援教育概論 1

  教育課程論 2

　道徳教育指導論 2

　総合的な学習の時間の指導法 1

  特別活動の指導法 1

  教育方法論（ICT活用含む） 2

　生徒指導と教育相談 2

　進路指導・キャリア教育 2

　教育実習の指導 1

  教育実習 4

　教職実践演習（中） 2

            計 25

  音楽科教育法（合唱） 2

  音楽科教育法（鑑賞） 2

  音楽科教育法（創作） 2

  教育学特論 2

  青年心理学 2

            計 0 10

27 11

  ＜注記＞　本表に掲げる科目のうち、教育学概論、教育心理学は卒業要件単位に算入する。

         　 

単位数

道
徳
、

総
合
的
な
学
習

の
時
間
等
の
指
導
法
及

び
生
徒
指
導
、

教
育
相

談
等
に
関
す
る
科
目

単位数

「大学が独自に設定する科

目」の選択科目又は最低修得
単位を超えて修得した「教科

及び教科の指導法に関する科
目」又は「教育の基礎的理解
に関する科目」「道徳、総合

的な学習の時間等の指導法及
び生徒指導、教育相談等に関

する科目」「教育実践に関す
る科目」について、4単位以上

を修得

25単位修得

選択

計

教
育
の
基
礎

的
理
解
に
関

す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科

目

授　　業　　科　　目

教
育
実

践
に
関

す
る
科

目

   10

必修学部
学科

の名称

学科目
の名称

教
科
の

指
導
法

備　　　　考

　
　
音
　
楽
　
科 8

7

2単位修得
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 別表第Ⅲ－(1)(第40条関係)　授業料、施設費、入学金、教職課程履修料、在籍料
　　及び入学検定料の金額

＜全コース（音響照明コースを除く）＞

〈注記〉長期履修学生制度の授業料、施設費は別に定める。

＜音響照明コース＞

摘 要金 額

年額（各年度適用）

年額（各年度適用）

授　　業　　料 1,210,000円

施　　設　　費

年額（各年度適用）

入　　学　　金

 650,000円

入 学 検 定 料 35,000円

90,000円
在　籍　料

(休学期間中のみ)

金 額 摘 要

授　　業　　料 1,100,000円

年額（各年度適用）

 200,000円

60,000円
教職課程履修料
(履修希望者のみ)

年額（各年度適用）

施　　設　　費  500,000円 年額（各年度適用）

入　　学　　金  200,000円

入 学 検 定 料 35,000円

教職課程履修料
(履修希望者のみ)

60,000円 年額（各年度適用）

在　籍　料
(休学期間中のみ)

90,000円 年額（各年度適用）
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 別表第Ⅳ－(1)(第52条関係)　科目等履修生の納付金

 10,000円

 １科目に付　10,000円

 １単位に付　20,000円

 １単位に付　40,000円

 １単位に付　40,000円

 １単位に付　80,000円

別表第Ⅳ－(2)(第52条関係)　聴講生の納付金

 10,000円

 １単位に付　15,000円

 １単位に付　30,000円

 １単位に付　30,000円

実　  技

実　  習

出　願　料

講　  義

聴　講　料 演　  習

履　修　料
実　  習

実　  技

演　  習

講　  義

出　願　料
講 義・演 習・実 習
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変更事項を記載した書類 

１． 変更の事由 

収容定員を減員して適切な規模とし、定員の適正化を図る 

２． 変更点 

・本学学則第 5条を以下の通り変更する。

音楽科の入学定員を 100名から 50名に、収容定員を 200名から 100名に、それぞれ

変更する。 

・カリキュラム変更に伴う学則カリキュラムを変更する。（別表第Ⅰ-（1）（第 30条（1）） 

学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更によるもの。 

３． 附則 

この学則は、2026年度 4月 1日から施行する。 

2026年 3月 31日以前に大阪音楽大学短期大学部に在籍する者については、当該入学

年度の旧学則を適用する。 
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8201 大阪音楽大学短期大学部学則 新旧対照表 
新（改 定 案） 旧（現 行） 

大阪音楽大学短期大学部学則 

文部省校管第 183号認可：1951年 3月 7日 

最近改定：2025年 5月 29日 

第 3 章 入学定員及び収容定員 

(学生定員) 

第 5 条 学生の学科の入学定員並びに収容定員は次のとおりとする。 

入学定員 収容定員 

音楽科  50人    100人  

（中略） 

附 則（2025年5月29日） 

この学則は、2026年4月1日から施行する。 

2026年3月31日以前に大阪音楽大学短期大学部に在籍する者については、当該入学年度

の旧学則を適用する。 

大阪音楽大学短期大学部学則 

文部省校管第 183号認可：1951年 3月 7日 

最近改定：2025年 4月 1日 

第 3 章 入学定員及び収容定員 

(学生定員) 

第 5 条 学生の学科の入学定員並びに収容定員は次のとおりとする。 

入学定員 収容定員 

音楽科 100人   200人  

（中略） 
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文部省校管第183号認可：1951年 3月 7日 文部省校管第183号認可：1951年 3月 7日

最近改定：2025年 5月 29日 変更 最近改定：2025年 4月 1日

教養基礎ｾﾐﾅｰ 1 教養基礎ｾﾐﾅｰ 1
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ実践法 1 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ実践法 1
文学 2 文学 2
哲学 2 哲学 2
美学・芸術学 2 美学・芸術学 2
日本国憲法 2 日本国憲法 2
西洋文化史 2 　6単位以上修得とする。 西洋文化史 2 　6単位以上修得とする。

心理学 2 心理学 2
日本語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習 1 日本語ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習 1
ｸﾘﾃｨｶﾙ･ｼﾝｷﾝｸﾞ演習 1 ｸﾘﾃｨｶﾙ･ｼﾝｷﾝｸﾞ演習 1
音楽活動ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成 1 音楽活動ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成 1
情報処理概論 2 情報処理概論 2
人権と現代社会 2 人権と現代社会 2
ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ 2 ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ 2

1 22 1 22
 1単位以上修得とする。  1単位以上修得とする。

体育Ａ 1 体育Ａ 1
体育Ｂ 1 体育Ｂ 1

0 2 0 2
 2単位以上修得とする。  2単位以上修得とする。

英語ａⅠ 1 英語ａⅠ 1
英語ａⅡ 1 英語ａⅡ 1
ﾄﾞｲﾂ語ａⅠ 1 　いずれか1ヵ国語 ﾄﾞｲﾂ語ａⅠ 1 　いずれか1ヵ国語
ﾄﾞｲﾂ語ａⅡ 1 　ａⅠ・ａⅡ 2単位を ﾄﾞｲﾂ語ａⅡ 1 　ａⅠ・ａⅡ 2単位を

ｲﾀﾘｱ語ａⅠ 1 　修得とする。 ｲﾀﾘｱ語ａⅠ 1 　修得とする。

ｲﾀﾘｱ語ａⅡ 1 ｲﾀﾘｱ語ａⅡ 1
英語ａⅢ 1 英語ａⅢ 1
英語ａⅣ 1 英語ａⅣ 1
英語ｂⅠ 1 英語ｂⅠ 1
英語ｂⅡ 1 英語ｂⅡ 1
英語ｂⅢ 1 英語ｂⅢ 1
英語ｂⅣ 1 英語ｂⅣ 1
ﾄﾞｲﾂ語ａⅢ 1 ﾄﾞｲﾂ語ａⅢ 1
ﾄﾞｲﾂ語ａⅣ 1 ﾄﾞｲﾂ語ａⅣ 1
ﾄﾞｲﾂ語ｂⅠ 1 ﾄﾞｲﾂ語ｂⅠ 1
ﾄﾞｲﾂ語ｂⅡ 1 ﾄﾞｲﾂ語ｂⅡ 1
ﾄﾞｲﾂ語ｂⅢ 1 ﾄﾞｲﾂ語ｂⅢ 1
ﾄﾞｲﾂ語ｂⅣ 1 ﾄﾞｲﾂ語ｂⅣ 1
ｲﾀﾘｱ語ａⅢ 1 ｲﾀﾘｱ語ａⅢ 1
ｲﾀﾘｱ語ａⅣ 1 ｲﾀﾘｱ語ａⅣ 1
ｲﾀﾘｱ語ｂⅠ 1 ｲﾀﾘｱ語ｂⅠ 1
ｲﾀﾘｱ語ｂⅡ 1 ｲﾀﾘｱ語ｂⅡ 1
ｲﾀﾘｱ語ｂⅢ 1 ｲﾀﾘｱ語ｂⅢ 1
ｲﾀﾘｱ語ｂⅣ 1 ｲﾀﾘｱ語ｂⅣ 1
海外提携校外国語実習Ⅰ 1 海外提携校外国語実習Ⅰ 1
海外提携校外国語実習Ⅱ 1 海外提携校外国語実習Ⅱ 1

0 26 0 26
 38単位以上修得とする。  38単位以上修得とする。

ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅠ 1 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅠ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅡ 1 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅡ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅢ 1 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅢ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅣ 1 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅣ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅤ 1 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅤ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅥ 1 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅥ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅦ 1 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅦ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅧ 1 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅧ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅨ 1 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅨ 1
ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅩ 1 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭⅩ 1
視奏Ａ 1 視奏Ａ 1
視奏Ｂ 1 視奏Ｂ 1
ﾘｽﾞﾑｿﾙﾌｪｰｼﾞｭＡ 1 ﾘｽﾞﾑｿﾙﾌｪｰｼﾞｭＡ 1
ﾘｽﾞﾑｿﾙﾌｪｰｼﾞｭＢ 1 ﾘｽﾞﾑｿﾙﾌｪｰｼﾞｭＢ 1
ﾘﾄﾐｯｸⅠ 1 ﾘﾄﾐｯｸⅠ 1
ﾘﾄﾐｯｸⅡ 1 ﾘﾄﾐｯｸⅡ 1
音楽史(世界と日本の音楽を考える) 2 音楽史(世界と日本の音楽を考える) 2
音楽史(ｼﾞｬｽﾞ) 2 音楽史(ｼﾞｬｽﾞ) 2
ﾀﾞﾝｽＡ 1 ﾀﾞﾝｽＡ 1
ﾀﾞﾝｽＢ 1 ﾀﾞﾝｽＢ 1
ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｾｵﾘｰⅠ 1 ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｾｵﾘｰⅠ 1

2026年度　短大　学則カリキュラム変更　新旧対照表

大阪音楽大学短期大学部学則　8201

2026年度（新） 2025年度（旧）

大阪音楽大学短期大学部学則 大阪音楽大学短期大学部学則

（中略） （中略）

　別表第Ⅰ-(1)（第30条(1)関係）　卒業要件に関する科目 　別表第Ⅰ-(1)（第30条(1)関係）　卒業要件に関する科目 

学 科
の

名 称
授　業　科　目　名

必　修
単位数

選択
単位数

備　　　　　考
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大阪音楽大学短期大学部学則　8201

2026年度（新） 2025年度（旧）

ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｾｵﾘｰⅡ 1 ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｾｵﾘｰⅡ 1
音楽通論 1 音楽通論 1
音楽理論Ⅰ 1 音楽理論Ⅰ 1
音楽理論Ⅱ 1 音楽理論Ⅱ 1
音楽理論Ⅲ 1 音楽理論Ⅲ 1
音楽理論Ⅳ 1 音楽理論Ⅳ 1
楽曲研究 1 楽曲研究 1
作曲法Ⅰ 1 　(含編曲法) 作曲法Ⅰ 1 　(含編曲法)

作曲法Ⅱ 1 作曲法Ⅱ 1
作曲法Ⅲ 1 作曲法Ⅲ 1
作曲法Ⅳ 1 作曲法Ⅳ 1
指揮法 2 指揮法 2
合唱Ａ 1 合唱Ａ 1
合唱Ｂ 1 合唱Ｂ 1
合唱Ｃ 1 合唱Ｃ 1
合唱Ｄ 1 合唱Ｄ 1
副科鍵盤楽器演習Ⅰ 1 　ピアノAⅠ,AⅡ,AⅢ,AⅣ, 副科鍵盤楽器演習Ⅰ 1 　ピアノAⅠ,AⅡ,AⅢ,AⅣ,

副科鍵盤楽器演習Ⅱ 1 　BⅠ,BⅡ,BⅢ,BⅣを履修 副科鍵盤楽器演習Ⅱ 1 　BⅠ,BⅡ,BⅢ,BⅣを履修

副科鍵盤楽器演習Ⅲ 1 　する場合は除く。 副科鍵盤楽器演習Ⅲ 1 　する場合は除く。

副科鍵盤楽器演習Ⅳ 1 　（含伴奏） 副科鍵盤楽器演習Ⅳ 1 　（含伴奏）

副科声楽Ⅰ 1 副科声楽Ⅰ 1
副科声楽Ⅱ 1 副科声楽Ⅱ 1
ﾋﾟｱﾉ構造論 2 ﾋﾟｱﾉ構造論 2
ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾚﾒﾝﾂⅠ 1 ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾚﾒﾝﾂⅠ 1
ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾚﾒﾝﾂⅡ 1 ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾚﾒﾝﾂⅡ 1
音楽探検 1 音楽探検 1
音楽療法基礎 2 音楽療法基礎 2
音楽療法実践 2 音楽療法実践 2
童謡･唱歌講座Ａ 1 童謡･唱歌講座Ａ 1
童謡･唱歌講座Ｂ 1 童謡･唱歌講座Ｂ 1
副科邦楽合奏(箏)Ⅰ 1 副科邦楽合奏(箏)Ⅰ 1
副科邦楽合奏(箏)Ⅱ 1 副科邦楽合奏(箏)Ⅱ 1
副科邦楽合奏(三絃)Ⅰ 1 副科邦楽合奏(三絃)Ⅰ 1
副科邦楽合奏(三絃)Ⅱ 1 副科邦楽合奏(三絃)Ⅱ 1
副科邦楽合奏(尺八)Ⅰ 1 副科邦楽合奏(尺八)Ⅰ 1
副科邦楽合奏(尺八)Ⅱ 1 副科邦楽合奏(尺八)Ⅱ 1
副科邦楽合奏(胡弓)Ⅰ 1 副科邦楽合奏(胡弓)Ⅰ 1
副科邦楽合奏(胡弓)Ⅱ 1 副科邦楽合奏(胡弓)Ⅱ 1
器楽合奏(含 和楽器)Ⅰ 1 器楽合奏(含 和楽器)Ⅰ 1
器楽合奏(含 和楽器)Ⅱ 1 器楽合奏(含 和楽器)Ⅱ 1
副科吹奏楽Ａ 1 副科吹奏楽Ａ 1
副科吹奏楽Ｂ 1 副科吹奏楽Ｂ 1
ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ表現技法Ａ 1 ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ表現技法Ａ 1
ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ表現技法Ｂ 1 ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ表現技法Ｂ 1
ｺｰﾗｽﾜｰｸⅠ 1 ｺｰﾗｽﾜｰｸⅠ 1
ｺｰﾗｽﾜｰｸⅡ 1 ｺｰﾗｽﾜｰｸⅡ 1
ｺｰﾗｽﾜｰｸⅢ 1 ｺｰﾗｽﾜｰｸⅢ 1
ｺｰﾗｽﾜｰｸⅣ 1 ｺｰﾗｽﾜｰｸⅣ 1
ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅠ 1 ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅠ 1
ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅡ 1 ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅡ 1
ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅢ 1 ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅢ 1
ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅣ 1 ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾄﾗﾝｽｸﾗｲﾌﾞⅣ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅱ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅱ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅲ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅲ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅳ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅳ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅰ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅰ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅱ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅱ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅲ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅲ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅳ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ作編曲法Ⅳ 1
教職弾き歌い 1 教職弾き歌い 1
教職応用弾き歌いＡ（ｺｰﾄﾞ伴奏法） 1 教職応用弾き歌いＡ（ｺｰﾄﾞ伴奏法） 1
教職応用弾き歌いＢ（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ歌唱法） 1 教職応用弾き歌いＢ（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ歌唱法） 1
伴奏特別実習 1 伴奏特別実習 1
舞台論特別実習 1 舞台論特別実習 1
演奏論特別実習 1 演奏論特別実習 1
創作活動特別実習 1 創作活動特別実習 1
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ特別実習 1 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ特別実習 1
社会活動特別実習 1 社会活動特別実習 1
ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠａ 1 ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠａ 1
ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠｂ 1 ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠｂ 1
ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡａ 1 ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡａ 1
ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡｂ 1 ｺﾗﾎﾞﾚｰﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡｂ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅰ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅰ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅱ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅱ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅲ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅲ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅳ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ歌唱法Ⅳ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅰ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅰ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅱ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅱ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅲ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅲ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅳ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｸﾗｼｯｸ)Ⅳ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅰ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅰ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅱ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅱ 1

　声楽AⅠ,AⅡ,AⅢ,AⅣ,
  BⅠ,BⅡ,BⅢ,BⅣを
  履修する場合は除く。

　声楽AⅠ,AⅡ,AⅢ,AⅣ,
  BⅠ,BⅡ,BⅢ,BⅣを
  履修する場合は除く。
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ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅲ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅲ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅳ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ舞踊演習(ｼﾞｬｽﾞ)Ⅳ 1
ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅠa 1 ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅠa 1
ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅠb 1 ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅠb 1
ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅡa 1 ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅡa 1
ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅡb 1 ﾘﾘｯｸﾗｨﾃｨﾝｸﾞⅡb 1
ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠａ 1 ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠａ 1
ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠｂ 1 ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠｂ 1
ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡａ 1 ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡａ 1
ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡｂ 1 ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡｂ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅰａ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅰａ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅰｂ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅰｂ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅱａ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅱａ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅱｂ 1 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ演習Ⅱｂ 1
ﾍﾞｰｼｯｸ･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞⅠ 1 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞⅠ 1
ﾍﾞｰｼｯｸ･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞⅡ 1 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞⅡ 1
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ演習Ⅰ 1 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ演習Ⅰ 1
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ演習Ⅱ 1 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ演習Ⅱ 1
ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠ 1 ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠ 1
ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡ 1 ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡ 1
ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠa 1 ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠa 1
ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠb 1 ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅠb 1
ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡa 1 ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡa 1
ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡb 1 ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽⅡb 1
ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅠ 1 ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅠ 1
ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅡ 1 ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅡ 1
ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅢ 1 ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅢ 1
ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅣ 1 ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝⅣ 1
ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞⅠ 1 ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞⅠ 1
ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞⅡ 1 ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞⅡ 1

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(電子ｵﾙｶﾞﾝ)ＡⅠ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(電子ｵﾙｶﾞﾝ)ＡⅡ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)ＡⅠ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)ＡⅡ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(DAW)ＡⅠ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(DAW)ＡⅡ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)ＡⅠ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)ＡⅡ 3
音響基礎演習 2 音響基礎演習 2
照明基礎演習 2 照明基礎演習 2
音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅰ 1 音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅰ 1
音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅱ 1 音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅱ 1
声楽ＡⅠ 3 声楽ＡⅠ 3
声楽ＡⅡ 3 声楽ＡⅡ 3
ﾋﾟｱﾉＡⅠ 3 　(含伴奏法) ﾋﾟｱﾉＡⅠ 3 　(含伴奏法)

ﾋﾟｱﾉＡⅡ 3 ﾋﾟｱﾉＡⅡ 3
管楽器ＡⅠ 3 管楽器ＡⅠ 3
管楽器ＡⅡ 3 管楽器ＡⅡ 3
弦楽器ＡⅠ 3 弦楽器ＡⅠ 3
弦楽器ＡⅡ 3 弦楽器ＡⅡ 3
打楽器ＡⅠ 3 打楽器ＡⅠ 3
打楽器ＡⅡ 3 打楽器ＡⅡ 3
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3　1年次で6単位修得とする。 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3　1年次で6単位修得とする。

ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3
邦楽楽器ＡⅠ 3 邦楽楽器ＡⅠ 3
邦楽楽器ＡⅡ 3 邦楽楽器ＡⅡ 3
ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3 ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3
ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3 ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅠ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅠ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 1 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 1
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅡ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅡ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅱ 1 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅱ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅠ 3
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅡ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(電子ｵﾙｶﾞﾝ)ＢⅠ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(電子ｵﾙｶﾞﾝ)ＢⅡ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)ＢⅠ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)ＢⅡ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(DAW)ＢⅠ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(DAW)ＢⅡ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)ＢⅠ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)ＢⅡ 2
音響照明概論ＢⅠ 2 音響照明概論ＢⅠ 2
音響照明概論ＢⅡ 2 音響照明概論ＢⅡ 2
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声楽ＢⅠ 2 声楽ＢⅠ 2
声楽ＢⅡ 2 声楽ＢⅡ 2
ﾋﾟｱﾉＢⅠ 2 　(含伴奏法) ﾋﾟｱﾉＢⅠ 2 　(含伴奏法)

ﾋﾟｱﾉＢⅡ 2 ﾋﾟｱﾉＢⅡ 2
管楽器ＢⅠ 2 管楽器ＢⅠ 2
管楽器ＢⅡ 2 管楽器ＢⅡ 2
弦楽器ＢⅠ 2 弦楽器ＢⅠ 2
弦楽器ＢⅡ 2 弦楽器ＢⅡ 2
打楽器ＢⅠ 2 打楽器ＢⅠ 2
打楽器ＢⅡ 2 打楽器ＢⅡ 2
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅠ 2 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅠ 2
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅡ 2  1年次で4単位修得とする。 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅡ 2  1年次で4単位修得とする。

ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅠ 2 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅠ 2
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅡ 2 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅡ 2
邦楽楽器ＢⅠ 2 邦楽楽器ＢⅠ 2
邦楽楽器ＢⅡ 2 邦楽楽器ＢⅡ 2
ｼﾞｬｽﾞＢⅠ 2 ｼﾞｬｽﾞＢⅠ 2
ｼﾞｬｽﾞＢⅡ 2 ｼﾞｬｽﾞＢⅡ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅠ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅠ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅡ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅡ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅠ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅠ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅡ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅡ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅠ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅠ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅡ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅡ 2
ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅠ 2 ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅠ 2
ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅡ 2 ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅡ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(DAW)ＣⅠ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(DAW)ＣⅡ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅠ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅠ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅡ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅡ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅠ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅠ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅡ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅡ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅠ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅠ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅡ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅡ 2
ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅠ 2 ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅠ 2
ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅡ 2 ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅡ 2
吹奏楽Ⅰ 1 吹奏楽Ⅰ 1
吹奏楽Ⅱ 1 吹奏楽Ⅱ 1
吹奏楽Ⅲ 1 吹奏楽Ⅲ 1
吹奏楽Ⅳ 1 吹奏楽Ⅳ 1
ｵｰｹｽﾄﾗⅠ 1 ｵｰｹｽﾄﾗⅠ 1
ｵｰｹｽﾄﾗⅡ 1 ｵｰｹｽﾄﾗⅡ 1
ｵｰｹｽﾄﾗⅢ 1 ｵｰｹｽﾄﾗⅢ 1
ｵｰｹｽﾄﾗⅣ 1 ｵｰｹｽﾄﾗⅣ 1

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(電子ｵﾙｶﾞﾝ)ＡⅢ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(電子ｵﾙｶﾞﾝ)ＡⅣ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)ＡⅢ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)ＡⅣ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(DAW)ＡⅢ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(DAW)ＡⅣ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)ＡⅢ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)ＡⅣ 3
ｺﾝｻｰﾄＰＡ演習Ⅰ 2 ｺﾝｻｰﾄＰＡ演習Ⅰ 2
ｺﾝｻｰﾄＰＡ演習Ⅱ 2 ｺﾝｻｰﾄＰＡ演習Ⅱ 2
音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅲ 1 音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅲ 1
音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅳ 1 音楽ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ総合演習Ⅳ 1
声楽ＡⅢ 3 声楽ＡⅢ 3
声楽ＡⅣ 3 声楽ＡⅣ 3
ﾋﾟｱﾉＡⅢ 3 ﾋﾟｱﾉＡⅢ 3
ﾋﾟｱﾉＡⅣ 3 ﾋﾟｱﾉＡⅣ 3
管楽器ＡⅢ 3 　2年次で6単位修得とする。 管楽器ＡⅢ 3 　2年次で6単位修得とする。

管楽器ＡⅣ 3 管楽器ＡⅣ 3
弦楽器ＡⅢ 3 弦楽器ＡⅢ 3
弦楽器ＡⅣ 3 弦楽器ＡⅣ 3
打楽器ＡⅢ 3 打楽器ＡⅢ 3
打楽器ＡⅣ 3 打楽器ＡⅣ 3
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3
邦楽楽器ＡⅢ 3 邦楽楽器ＡⅢ 3
邦楽楽器ＡⅣ 3 邦楽楽器ＡⅣ 3
ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3 ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3
ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3 ｼﾞｬｽﾞ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅢ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅢ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅲ 1 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅲ 1
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅣ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＡⅣ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅳ 1 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅳ 1
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3
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ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅢ 3
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾚｯｽﾝＡⅣ 3

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(電子ｵﾙｶﾞﾝ)ＢⅢ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(電子ｵﾙｶﾞﾝ)ＢⅣ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)ＢⅢ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)ＢⅣ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)ＢⅢ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)ＢⅣ 2
音響照明概論ＢⅢ 2 音響照明概論ＢⅢ 2
音響照明概論ＢⅣ 2 音響照明概論ＢⅣ 2
声楽ＢⅢ 2 声楽ＢⅢ 2
声楽ＢⅣ 2 声楽ＢⅣ 2
ﾋﾟｱﾉＢⅢ 2 ﾋﾟｱﾉＢⅢ 2
ﾋﾟｱﾉＢⅣ 2 ﾋﾟｱﾉＢⅣ 2
管楽器ＢⅢ 2 管楽器ＢⅢ 2  　2年次で4単位修得とする。

管楽器ＢⅣ 2 管楽器ＢⅣ 2
弦楽器ＢⅢ 2 弦楽器ＢⅢ 2
弦楽器ＢⅣ 2 弦楽器ＢⅣ 2
打楽器ＢⅢ 2 打楽器ＢⅢ 2
打楽器ＢⅣ 2 打楽器ＢⅣ 2
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅢ 2 　2年次で4単位修得とする。 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅢ 2
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅣ 2 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰＢⅣ 2
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅢ 2 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅢ 2
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅣ 2 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝＢⅣ 2
邦楽楽器ＢⅢ 2 邦楽楽器ＢⅢ 2
邦楽楽器ＢⅣ 2 邦楽楽器ＢⅣ 2
ｼﾞｬｽﾞＢⅢ 2 ｼﾞｬｽﾞＢⅢ 2
ｼﾞｬｽﾞＢⅣ 2 ｼﾞｬｽﾞＢⅣ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅢ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅢ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅣ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＢⅣ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅢ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅢ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅣ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＢⅣ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅢ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅢ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅣ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＢⅣ 2
ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅢ 2 ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅢ 2
ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅣ 2 ﾐｭｰｼﾞｶﾙＢⅣ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(DAW)ＣⅢ 2

削除 作曲ﾃﾞｻﾞｲﾝ(DAW)ＣⅣ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅢ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅢ 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅣ 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ･ﾌﾟﾚｲﾔｰﾚｯｽﾝＣⅣ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅢ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅢ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅣ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙＣⅣ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅢ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅢ 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅣ 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄＣⅣ 2
ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅢ 2 ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅢ 2
ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅣ 2 ﾐｭｰｼﾞｶﾙＣⅣ 2
吹奏楽Ⅴ 1 吹奏楽Ⅴ 1
吹奏楽Ⅵ 1 吹奏楽Ⅵ 1
吹奏楽Ⅶ 1 吹奏楽Ⅶ 1
吹奏楽Ⅷ 1 吹奏楽Ⅷ 1
ｵｰｹｽﾄﾗⅤ 1 ｵｰｹｽﾄﾗⅤ 1
ｵｰｹｽﾄﾗⅥ 1 ｵｰｹｽﾄﾗⅥ 1
ｵｰｹｽﾄﾗⅦ 1 ｵｰｹｽﾄﾗⅦ 1
ｵｰｹｽﾄﾗⅧ 1 ｵｰｹｽﾄﾗⅧ 1

削除 ｸﾗｼｯｸ･ｽﾀﾃﾞｨⅠ 1

削除 ｸﾗｼｯｸ･ｽﾀﾃﾞｨⅡ 1

削除 ｸﾗｼｯｸ･ｽﾀﾃﾞｨⅢ 1

削除 ｸﾗｼｯｸ･ｽﾀﾃﾞｨⅣ 1

削除 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｽﾀﾃﾞｨⅠ 1

削除 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｽﾀﾃﾞｨⅡ 1

削除 ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅠ 1

削除 ｼﾞｬｽﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅡ 1

削除 ｵｰｹｽﾄﾚｰｼｮﾝⅠ 1

削除 ｵｰｹｽﾄﾚｰｼｮﾝⅡ 1

削除 ｵｰｹｽﾄﾚｰｼｮﾝⅢ 1

削除 ｵｰｹｽﾄﾚｰｼｮﾝⅣ 1

削除 創作実践ﾋﾟｱﾉⅠ 1

削除 創作実践ﾋﾟｱﾉⅡ 1

削除 創作実践ﾋﾟｱﾉⅢ 1

削除 創作実践ﾋﾟｱﾉⅣ 1

削除 ﾐｷｼﾝｸﾞ･ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ演習 1

削除 映像音楽制作実践Ⅰ 1

削除 映像音楽制作実践Ⅱ 1
ﾗｲﾌﾞ照明演習 2 ﾗｲﾌﾞ照明演習 2
ﾗｲﾌﾞＰＡ演習 2 ﾗｲﾌﾞＰＡ演習 2
ｺﾝｻｰﾄ照明演習Ⅰ 2 ｺﾝｻｰﾄ照明演習Ⅰ 2
ｺﾝｻｰﾄ照明演習Ⅱ 2 ｺﾝｻｰﾄ照明演習Ⅱ 2
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ﾗｲﾌﾞ基礎演習 1 ﾗｲﾌﾞ基礎演習 1
ﾗｲﾌﾞ総合演習 1 ﾗｲﾌﾞ総合演習 1
音楽著作権Ⅰ 2 音楽著作権Ⅰ 2
音楽著作権Ⅱ 2 音楽著作権Ⅱ 2
ｵｰﾃﾞｨｵｺﾝﾃﾝﾂ制作演習Ⅰ 1 ｵｰﾃﾞｨｵｺﾝﾃﾝﾂ制作演習Ⅰ 1
ｵｰﾃﾞｨｵｺﾝﾃﾝﾂ制作演習Ⅱ 1 ｵｰﾃﾞｨｵｺﾝﾃﾝﾂ制作演習Ⅱ 1
映像制作技術演習Ⅰ 1 映像制作技術演習Ⅰ 1
映像制作技術演習Ⅱ 1 映像制作技術演習Ⅱ 1
ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ演習 2 ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ演習 2
日本のＡ＆Ｒ史 2 日本のＡ＆Ｒ史 2
世界のＡ＆Ｒ史 2 世界のＡ＆Ｒ史 2
音響照明ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ演習Ⅰ 1 音響照明ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ演習Ⅰ 1
音響照明ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ演習Ⅱ 1 音響照明ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ演習Ⅱ 1
資格対策講座 2 資格対策講座 2
ｲﾀﾘｱ歌曲基礎演習Ａ 1 ｲﾀﾘｱ歌曲基礎演習Ａ 1
ｲﾀﾘｱ歌曲基礎演習Ｂ 1 ｲﾀﾘｱ歌曲基礎演習Ｂ 1
日本歌曲基礎演習 1 日本歌曲基礎演習 1
ﾄﾞｲﾂ歌曲基礎演習 1 ﾄﾞｲﾂ歌曲基礎演習 1
ｳﾞｫｰｶﾙ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡ 1 ｳﾞｫｰｶﾙ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡ 1
ｳﾞｫｰｶﾙ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢ 1 ｳﾞｫｰｶﾙ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢ 1
演技演習ＡⅠ 1 演技演習ＡⅠ 1
演技演習ＢⅠ 1 演技演習ＢⅠ 1
演技演習ＡⅡ 1 演技演習ＡⅡ 1
演技演習ＢⅡ 1 演技演習ＢⅡ 1
専門合奏Ⅰ 1 専門合奏Ⅰ 1
専門合奏Ⅱ 1 専門合奏Ⅱ 1
専門合奏Ⅲ 1 専門合奏Ⅲ 1
専門合奏Ⅳ 1 専門合奏Ⅳ 1
邦楽合奏Ⅰａ 1 邦楽合奏Ⅰａ 1
邦楽合奏Ⅰｂ 1 邦楽合奏Ⅰｂ 1
邦楽合奏Ⅱａ 1 邦楽合奏Ⅱａ 1
邦楽合奏Ⅱｂ 1 邦楽合奏Ⅱｂ 1
邦楽合奏Ⅲａ 1 邦楽合奏Ⅲａ 1
邦楽合奏Ⅲｂ 1 邦楽合奏Ⅲｂ 1
邦楽合奏Ⅳａ 1 邦楽合奏Ⅳａ 1
邦楽合奏Ⅳｂ 1 邦楽合奏Ⅳｂ 1
ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅰ 2 ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅰ 2
ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅱ 2 ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅱ 2
ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅲ 2 ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅲ 2
ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅳ 2 ﾋﾟｱﾉ音楽研究Ⅳ 2
ﾋﾟｱﾉ基礎演習Ⅰ 1 ﾋﾟｱﾉ基礎演習Ⅰ 1
ﾋﾟｱﾉ基礎演習Ⅱ 1 ﾋﾟｱﾉ基礎演習Ⅱ 1
ﾋﾟｱﾉ演奏法 1 ﾋﾟｱﾉ演奏法 1
ﾋﾟｱﾉ即興演奏法Ⅰ 1 ﾋﾟｱﾉ即興演奏法Ⅰ 1
ﾋﾟｱﾉ即興演奏法Ⅱ 1 ﾋﾟｱﾉ即興演奏法Ⅱ 1
ﾋﾟｱﾉ指導法 2 ﾋﾟｱﾉ指導法 2
ﾋﾟｱﾉ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 1 ﾋﾟｱﾉ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 1
専門合奏Ⅴ 1 専門合奏Ⅴ 1
専門合奏Ⅵ 1 専門合奏Ⅵ 1
専門合奏Ⅶ 1 専門合奏Ⅶ 1
専門合奏Ⅷ 1 専門合奏Ⅷ 1
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＡⅠ 1 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＡⅠ 1
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＡⅡ 1 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＡⅡ 1
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＢⅠ 1 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＢⅠ 1
ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＢⅡ 1 ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ基礎演習ＢⅡ 1
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＡⅠ 1 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＡⅠ 1
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＡⅡ 1 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＡⅡ 1
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＢⅠ 1 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＢⅠ 1
ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＢⅡ 1 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ基礎演習ＢⅡ 1
邦楽探訪 2 邦楽探訪 2
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅰ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅰ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅱ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅱ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅲ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅲ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅳ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演技演習Ⅳ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅰ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅰ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅱ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅱ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅲ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅲ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅳ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅳ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅴ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅴ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅵ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅵ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅶ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅶ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅷ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ総合演習Ⅷ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＡⅠ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＡⅠ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＡⅡ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＡⅡ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＢⅠ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＢⅠ 1
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＢⅡ 1 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ創作演習ＢⅡ 1
台本読解演習Ⅰ 1 台本読解演習Ⅰ 1
台本読解演習Ⅱ 1 台本読解演習Ⅱ 1
台本読解演習Ⅲ 1 台本読解演習Ⅲ 1
台本読解演習Ⅳ 1 台本読解演習Ⅳ 1
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実践演技体系Ⅰ 1 実践演技体系Ⅰ 1
実践演技体系Ⅱ 1 実践演技体系Ⅱ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅠ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅠ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅡ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅡ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅢ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅢ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅣ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＡⅣ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅠ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅠ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅡ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅡ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅢ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅢ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅣ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＢⅣ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅠ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅠ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅡ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅡ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅢ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅢ 1
ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅣ 1 ｼﾞｬｽﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙＣⅣ 1
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅠa 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅠa 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅠb 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅠb 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅡa 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅡa 2
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅡb 2 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾀﾃﾞｨⅡb 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅠa 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅠa 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅠb 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅠb 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅡa 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅡa 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅡb 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｳﾞｫｰｶﾙ･ｽﾀﾃﾞｨⅡb 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠa 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠa 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠb 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅠb 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡa 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡa 2
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡb 2 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨⅡb 2
ﾀﾞﾝｽ演習Ⅰ 1 ﾀﾞﾝｽ演習Ⅰ 1
ﾀﾞﾝｽ演習Ⅱ 1 ﾀﾞﾝｽ演習Ⅱ 1
ﾀﾞﾝｽ演習Ⅲ 1 ﾀﾞﾝｽ演習Ⅲ 1
ﾀﾞﾝｽ演習Ⅳ 1 ﾀﾞﾝｽ演習Ⅳ 1
卒業制作 2 卒業制作 2
卒業演奏 2 卒業演奏 2
卒業研究 2 卒業研究 2

0 616 変更 0 719計 計
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２０２５年度 第４回 理事会 議事録 

 

１．日  時 ：  ２０２５年５月２９日（木）午後６時１０分～午後６時４５分 

２．場  所 ：  大阪音楽大学Ａ号館２階会議室ＡＢ 

３．理事現員  ：  ９名、定員８～１０人（寄附行為第５条） 

４．出席理事  ：  ９人 

岡 野 幸 義、 北 野   徹、 熊 谷 美 紀、 高  昌 帥、 十 川 輝 明、 

永 井   譲、 福 井 慎 吾、 森 岡 周 平、 森 本 友 紀 

５．表決書提出理事 ： なし 

６．欠席理事  ：  なし 

７．議事録署名人  ：  北 野   徹、 福 井 慎 吾、 森 本 友 紀 

８．出席監事  ：  ２人 

田 辺 恭 久、 水 漉 征 矢 雄 

９．欠席監事  ： なし 

10．議  案 ： 

〔決議事項〕 第１号議案：理事長の選任 

         第２号議案：常任理事の選任 

第３号議案：理事長の職務の代理及び代行 

第４号議案：2026年度大阪音楽大学短期大学部の入学定員（収容定員） 

      変更及びそれに伴う学則変更 

第５号議案：理事の選任 

11．議事の進行並びに結果 

  理事長が未選任であるため、寄附行為第 18条第 2項の規定に基づき、出席理事の互選により北野 

徹理事が議長に選出された。その後、午後 6 時 10 分から、本会議は、決議を行うに必要な定足数

を満たしていることが確認されたことから、議長が開会を宣言し、事前に配付された議案書に基づ

き、議案の審議に入った。 

議案の審議に先立ち、北野 徹議長から、寄附行為第 21条第 2項により、理事会議事録には議長

及び出席理事のうちから互選された理事 2人以上が署名捺印することになっているため、議事録署

名人を互選願いたい旨の提起があった。互選の結果、本日の議事録署名人を福井慎吾理事と森本友

紀理事に依頼することを出席理事全員異議なく承認した。また、監事も署名人に含めることの報告

があった。 

〔決議事項〕第１号議案：理事長の選任 

《省略》 

〔決議事項〕第２号議案：常任理事の選任 

《省略》 
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〔決議事項〕第３号議案：理事長の職務の代理及び代行 

《省略》 

〔決議事項〕第４号議案： 

2026年度大阪音楽大学短期大学部の入学定員（収容定員）変更及びそれに伴う学則変更 

北野 徹理事長及び森本友紀常任理事から、資料 4 に基づき、2026 年度大阪音楽大学短期大学部の

入学定員（収容定員）変更及びそれに伴う学則変更について説明があった。「作曲デザイン・コース」

の 2026 年度以降の学生募集停止（2024 年度第 3 回評議員会諮問、同年度第 5 回理事会承認）を受け

た教育内容の整理及び 18 歳人口の減少等を見据えた観点から、短期大学部全体の入学定員を現行の

100 名から 50 名、収容定員を 200 名から 100 名へ、学則カリキュラムの一部を改正すること（2025

年度第 2回評議員会諮問）について提起があり、審議の結果、出席理事全員異議なく承認可決した。 

［短大学則］ 

・入学、収容定員を変更する。（第 5 条） 

・経過、移行措置を附則に追記する。（附則関係） 

・カリキュラム変更に伴う学則カリキュラムを変更する。（別表第 I-（1）（第 30 条（1）関係） 

 

〔決議事項〕第５号議案：理事の選任  

《省略》 

以上をもって議事を終了し、午後６時４５分議長は閉会を宣言した。 

以上の議案の経過並びに結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名互 

選理事並びに監事はこれに署名・押印した。 

２０２５年５月２９日 

       学校法人 大阪音楽大学   理 事 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長 北野 徹   ○印  

理 事 福井 慎吾  ○印  

理 事 森本 友紀  ○印  

監 事 田辺 恭久  ○印  

監 事 水漉 征矢雄  ○印  

これは原本内容と相違ありません。 

2025 年 5 月 30 日 

学校法人 大阪音楽大学 

 理事長 北野 徹 
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学則の変更の趣旨等を記載した書類 

ア 学則変更（収容定員変更）の内容

大阪音楽大学短期大学部 音楽科について、令和 8（2026）年度より下記のとおり入学

定員および収容定員の変更を行う。

イ 学則変更（収容定員変更）の必要性

本学では、教育内容の整理および 18 歳人口の減少等を見据えた観点から、短期大学部

における入学定員および収容定員の変更を行うことといたしました。特に、音楽科の 1

コースである「作曲デザイン・コース」については、より専門的かつ発展的な学びを希

望する学生が増加している実情を踏まえ、令和 8（2026）年度より学生募集を停止する

方針を定めました。今後は、同分野に関心をもつ志願者に対しては、併設の４年制大学

において提供する教育課程の活用を促進し、教育機会の選択肢を広げることを想定し

ています。「作曲デザイン・コース」は近年、10～25 人程度の入学者を確保しており、

募集停止により短期大学部全体の入学者が一定程度減少することが見込まれることお

よび 18 歳人口の推移を踏まえ、入学定員を現行の 100 人から 50 人へ、収容定員を 200

人から 100 人へと見直すことは、実情に即した妥当な判断であると考えます。 

ウ 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容

今回の学則変更は、短期大学部における「作曲デザイン・コース」の令和 8（2026）年

度以降の学生募集停止に伴うものであり、それに関連して当該コースで開設していた

独自の専門教育科目を廃止する内容を含んでおります。

令和 7（2025）年度以前に入学した学生に対しては、今後の在籍状況を踏まえながら、

当該専門科目を順次閉講していく予定です。

これに伴い、当該コース独自の専門教育科目を担当していた教員については、当該科目

の終了により担当業務がなくなります。一方で、他の既存コースに配置する教員組織に

変更はなく、教育課程、教育方法、履修指導方法等にも影響は生じません。全体として

教員体制の適正性は維持されます。

新 旧 

音楽科 

  入学定員 50 人 

  収容定員 100 人 

音楽科 

    入学定員   100 人 

  収容定員   200 人 
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学生の確保の見通し等を記載した書類 
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（1）収容定員を変更する組織の概要 

①組織の概要（名称、入学定員、収容定員、所在地）

収容定員を変更する組織 
入 学 

定 員 

収 容 

定 員 
所在地 

大阪音楽大学短期大学部 

音楽科 
50 100 大阪府豊中市庄内幸町 1 丁目１番 8 号 

②収容定員を変更する組織の特色

本学は、音楽に関する実際的な専門職業に重点を置いた短期大学教育を行い、音楽を通じ

て社会に貢献できる良き社会人の育成をその目的および使命として掲げている（学則第 1

条）。この理念のもと、学生一人ひとりの個性と専門性を尊重しながら、音楽の専門教育を

通じて豊かな人間性を養成することに努めている。 

また、音楽文化の国際的な広がりを理解し、時代の先端を担う創造的な音楽表現を実現で

きる人材の育成を目指している。そのため、以下の 4 つの教育目標を掲げ、教育研究活動を

展開している（学則第 1 条の 2）。 

(1) 世界の音楽、並びに音楽に関連するもろもろの芸術・学問を身に付けた 進取の精神

を持った人材の育成

(2) 知性と洞察力をもって、変貌する社会や音楽に積極的に関われる人材の育成

(3) 時代に先駆ける進取の音楽性を核とした豊かな人間性によって多くの人々 から信

頼を受け、社会を牽引できる人材の育成

(4) 変貌する音楽の現在や未来の可能性を伝えることができる教育能力を備えた人材の

育成

これらの理念・目標に基づき、クラシック音楽はもとより、ポピュラー音楽、音響・照明

技術といった多様な分野に対応したカリキュラムを展開している。さらに、実習や演奏活動

を重視した実践的な教育体制を整備することにより、専門的な知識と技能を持ち、社会に即

応できる音楽人材の育成に努めている。  

（2）人材需要の社会的な動向等（収容定員を変更する背景） 

① 収容定員を変更する組織で養成する人材の全国的、地域的、社会的動向の分析

 近年、全国の短期大学における芸術系学科の志願者動向を見ると、志願者数の減少と入学

定員充足率の低下という傾向が顕著になっている。特に音楽科においては、定員削減が進ん

でいる一方で、志願者数も減少している状況が見受けられる。具体的な数値として、令和 2

（2020）年度には音楽科の入学定員が 570 人、志願者数が 595 人であったのに対し、令和

6（2024）年度には入学定員が 406 人、志願者数が 381 人にまで減少している。これは、短
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期大学の音楽科に対する志願者の関心が低下していることを示唆しており、本学において

も定員の適正化が求められる状況となっている。 

 また、入学定員充足率に関しても、令和 2（2020）年度には 80.53％を維持していたもの

の、令和 4（2022）年度には 61.8％まで低下しており、令和 5（2023）年度以降も若干の回

復が見られるものの、依然として安定した充足率には至っていない。特に、全国の芸術系短

期大学の動向と比較しても、その傾向がより顕著であることが明らかである。こうした現状

を踏まえ、本学では収容定員の適正化を図るとともに、地域社会における音楽人材のニーズ

を踏まえた教育の充実に努める必要がある。 

芸術系の学科の全国短期大学の志願者等の動向 

年 度 入学 

定員 

（人） 

志願者 

（人） 

受験者 

（人） 

合格者 

（人） 

入学者 

（人） 

志願 

倍率 

（倍） 

合格率 

（％） 

入学定員充足率 

（％） 

Ｒ2 2,420 3,139 3,079 2,714 2,316 1.30 88.15 95.70 

Ｒ3 2,360 2,670 2,612 2,396 2,064 1.13 91.73 87.46 

Ｒ4 2,355 2,874 2,794 2,547 2,192 1.22 91.16 93.08 

Ｒ5 2,255 2,831 2,744 2,335 2,044 1.26 85.09 90.64 

Ｒ6 2,290 2,615 2,514 2,294 1,993 1.14 91.25 87.03 

増減 △130 △524 △565 △420 △323 △0.16 3.1 △8.67

出典：日本私立学校振興・共済事業団参考資料「私立大学・短期大学等入学志願者動向」 

芸術系の内、音楽（学）科の全国短期大学の志願者等の動向 

年 度 入学定員（人） 志願者（人） 入学者(人) 入学定員充足率（％） 

Ｒ2 570 595 459 80.53 

Ｒ3 540 471 370 68.52 

Ｒ4 535 426 331 61.87 

Ｒ5 505 427 337 66.73 

Ｒ6 406 381 324 70.43 

出典：日本私立学校振興・共済事業団参考資料「私立大学・短期大学等入学志願者動向」 

 その上で、本学では地域社会に貢献できる音楽人材の育成を目的とし、さまざまな活動を

展開している。 

1. 地域連携による音楽教育支援

豊中市教育委員会と連携し、「サウンドスクール」事業を通じて、音楽の素晴らしさに

触れる機会を児童・生徒へ提供している。本学の学生を中心に、卒業生や教員がこども
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園や小・中学校に出向き、出張演奏や演奏指導を行うことで、情操教育の一環としての

音楽教育を支援している。 

2. 地域イベントへの音楽支援（依頼演奏）

本学の学生および卒業生は、地域のさまざまなイベントにおいて演奏活動を行い、音楽

を通じた地域貢献を実践している。具体的には、以下のような事業に参加した。

  行政・自治体関連 

◦ 寝屋川市政感謝会（寝屋川市経営企画部）

◦ 全国地域安全運動 豊中南市民大会（豊中南警察署 豊納南防犯協会）

◦ 110 番の日啓発イベント（大阪付淀川警察署） 他

  企業・商業施設関連 

◦ みらいの文化祭（三井住友銀行）

◦ フランスフェア（阪急百貨店梅田店）

◦ ショールームコンサート（マツシマホールディングス） 他

文化・教育関連 

◦ 手塚治虫生誕記念コンサート（宝塚市立手塚治虫記念館）

◦ 創立 55 周年記念式典（豊中青年会議所）

◦ 空港内演奏会（関西エアポート） 他

 こうした活動を通じて、地域社会に貢献しながら実践的な音楽教育を推進し、即戦力とし

て活躍できる音楽人材を養成している。今後も、地域のニーズを踏まえた教育プログラムの

充実を図り、本学の学生が音楽を通じて社会で活躍できる環境を整えていきます。 

② 中長期的な 18 歳人口等入学対象人口の全国的、地域的動向の分析

 日本国内における少子化の進行は著しく、18 歳人口の減少が顕著となっている。文部科

学省の統計によれば、令和 2（2020）年時点での 18 歳人口は約 117 万人であったが、令和

17（2035）年には 100 万人を下回ると予想されている。この減少傾向は今後も続くと考え

られており、大学や短期大学にとっては入学者の確保がますます困難になることが予想さ

れる。 

 地域的に見ても、本学が位置する近畿圏においても同様の傾向があり、とりわけ地方部で

は進学率の低下が懸念される。一方で、都市部においては音楽や芸術分野に対する関心は根

強く、専門的な教育を受けたいと考える層は一定数存在する。このような状況を踏まえ、本

学では都市部の受験生へのアプローチを強化するとともに、地方からの進学希望者に向け

た奨学金制度「遠隔地出身者支援給付奨学金」を活用し、入学対象者の確保に努めている。 
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18 歳人口予測（近畿：2024 年～2036 年） 

出典：リクルート進学総研マーケットリポート 2024 
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③ 収容定員を変更する組織の主な学生募集地域

本学の学生募集において、近畿圏（大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県）

は依然として中心的な役割を果たしている。令和 6（2024）年度のデータでは、近畿２府４

県の合計は 71 人（67.6％）を占めており、過去 5 年間の傾向を見ても安定した基盤となっ

ている。特に大阪府からの入学者は一貫して 30％以上を占めており、令和 6（2024）年度

では 38.0％（40 人）となっている。大阪府は本学にとって最も重要な募集地域であり、今

後も積極的な広報活動を継続していく。また、兵庫県は令和 4（2022）年度に一度減少した

ものの、令和 5（2023）年度に回復を見せ、令和 6（2024）年度には若干の減少が見られる

ものの、依然として安定的な募集地域の一つとなっている。京都府は全体の 5～11％の範囲

で推移しており、比較的安定している。これら府県に位置する高等学校との連携を強化する

中で、特に音楽科や芸術系コースを設置している高等学校との関係を深め、進学希望者に対

して積極的なアプローチを行っている。近畿圏において安定した募集基盤を維持しつつ、今

後はこれらの取り組みを他地域にも展開することで、より幅広い地域からの志願者の確保

を目指していく。 

地域 
Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

人数 割合％ 人数 割合％ 人数 割合％ 人数 割合％ 人数 割合％ 

大阪 38 33.6 35 38.0 29 36.2 39 38.5 40 38.0 

京都 7 6.2 8 8.7 9 11.3 5 5.0 6 5.7 

兵庫 32 28.3 17 18.5 12 15.0 26 25.7 20 19.0 

奈良 9 8.0 10 10.9 4 5.0 4 4.0 2 2.0 

滋賀 4 3.5 1 1.1 2 2.5 2 2.0 2 1.9 

和歌山 1 0.9 0 0 2 2.5 1 1.0 1 1.0 

その他 22 19.5 21 22.8 22 27.5 24 23.8 34 32.4 

合 計 113 100 92 100 80 100 101 100 105 100 

学校基本調査 

④ 既設組織の定員充足の状況

本学の定員充足率は、下表の通りである。今回の定員減の決定は、短期大学部における「作

曲デザイン・コース」の令和 8（2026）年度以降の学生募集停止および全国的な 18 歳人口

の減少、音楽分野特有の進学傾向、近畿圏における音楽系大学・短期大学・専門学校の競争

環境を総合的に考慮し、持続可能な教育体制の確立を目指すための措置である。 

 文部科学省の統計や各大学の志願者動向を踏まえると、音楽系大学・短期大学の志願者数

は全国的に減少傾向にあり、特にクラシック音楽を中心とする分野においてその傾向が顕

著である。一方で、ポピュラー音楽・音楽ビジネス・音響照明といった実践的な分野の人気

が高まり、本学では、これらの分野を強化してきた。その結果、収容定員充足率が 100％を
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超えた年度も複数年あり、今回定員を削減することで、より安定した定員充足状況が実現で

きると考える。 

学科等 事項 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

音楽科 

入学定員 100 100 100 100 100 

入学者数 

総合型選抜 
95 

43 43 47 66 

学校推薦型選抜 32 18 38 22 

一般選抜 9 14 14 9 15 

後期総合型選抜 7 2 3 7 2 

合 計 111 91 78 101 105 

入学定員充足率％ 111 91 78 101 105 

収容定員 200 200 200 200 200 

在籍者数 221 216 187 189 221 

収容定員充足率％ 110.5 108 93.5 94.5 110.5 

（3）学生確保の見通し 

① 学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果

ア 既設組織における取組とその目標

本学では、学生募集のために、オープンキャンパスの企画・実施、「大学案内」や「入学

者選抜要項」の作成・配布、高校訪問や高校での進学相談会への参加、デジタルメディアを

活用した広報活動を行っている。加えて、付属機関「音楽院」で開講している「進学コース」

や「マンツーマンレッスン」を通じた PR 活動も実施している。オープンキャンパスでは、

本学の受験を希望する方を対象にキャンパスを開放し、コース説明、模擬事業、進学相談、

キャンパスツアーなどを行っている。

オープンキャンパス来場者数（同伴者除く）

Ｒ5 年度入学者選抜対象 

Ｒ4 年 3 月 27 日 春のオープンキャンパス 166 人 

計 464 人 Ｒ4 年 7 月 17 日 夏のオープンキャンパス 180 人 

Ｒ4 年 10 月 10 日 秋のオープンキャンパス 118 人 

Ｒ6 年度入学者選抜対象 

Ｒ5 年 3 月 26 日 春のオープンキャンパス 142 人 

計 452 人 
Ｒ5 年 6 月 11 日 初夏のオープンキャンパス 100 人 

Ｒ5 年 7 月 16 日 夏のオープンキャンパス 101 人 

Ｒ5 年 12 月 3 日 秋のオープンキャンパス 109 人 
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Ｒ7 年度入学者選抜対象 

Ｒ6 年 3 月 24 日 春のオープンキャンパス 128 人 

計 601 人 
Ｒ6 年 6 月 9 日 初夏のオープンキャンパス 123 人 

Ｒ6 年 7 月 14 日 夏のオープンキャンパス 169 人 

Ｒ6 年 11 月 10 日 秋のオープンキャンパス 181 人 

 

進学相談会実施件数 

対象年度＼月（件数） 
1 

月 

2 

月 

3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

合 

計 

Ｒ5 年度入学者選抜対象 4 2 12 15 23 18 26 0 15 13 9 12 149 

Ｒ6 年度入学者選抜対象 6 1 4 7 24 14 9 0 8 8 15 15 111 

Ｒ7 年度入学者選抜対象 6 6 13 4 18 14 18 0 2 2 4 5 92 

 

大学案内・入学者選抜要項請求数 

対象年度 請求数（件） 志願者数（人） 入学者数（人） 

Ｒ5 年度入学者選抜対象 354 128 101 

Ｒ6 年度入学者選抜対象 396 112 105 

Ｒ7 年度入学者選抜対象 412 92 70 

 

 

 

 

イ 収容定員を変更する組織における取組とその目標 

 現在、収容定員は確保できていることから、従来の学生募集のためのＰＲの継続および強

化ならびに PR 項目の充実を図るべく事業展開を行っていくことを基本方針とする。そのた

めには、「実践的な音楽教育の強化」、「高等学校との連携強化」、「広報活動の充実」、「卒業

後のキャリア支援の強化」の観点から、学生確保に向けた具体的な施策を展開する。 
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1.実践的な音楽教育の強化

本学は、２年間で専門的な音楽スキルを修得し、実践的な能力を養うカリキュラムを提供

するとともに、４年制大学への編入を視野に入れた学びの機会も整備している。 

・多彩な音楽分野への対応

クラシック音楽に加え、ポピュラー音楽、ジャズ、音響・照明など、幅広い分野の学び

を提供し、学生の多様な進路選択を可能にしている。

・個別指導と実習重視カリキュラム

学生一人ひとりのスキルや目標に応じた個別指導を強化し、２年間で高度な専門技術

を修得できる環境を整備している。また、学内外での実習や演奏会の機会を増やし、実

践力の向上に注力している。

・大阪音楽大学との連携による学びの継続性

２年間で音楽の専門知識と技術を修得し、多様な進路選択が可能となる教育環境を提

供している。特に、より高度な音楽教育を希望する学生に向けて大阪音楽大学への編入

制度を設けており、さらなる学びを継続することが可能となっている。

2.高等学校との連携強化

① 本学では、「学校法人大阪成蹊学園と学校法人大阪音楽大学との連携協力に関する協

定書」[令和元（2019）年 3 月 29 日締結]に基づき、大阪成蹊女子高等学校・音楽コースと

の連携を推進している。 

大阪成蹊女子高等学校の生徒はスクールバスを利用して本学に通い、あるいは本学の教

員が大阪成蹊へ指導に行くなど、活発な関係づくりを行っている。 

また、この取り組みを通して、令和 5（2023）年度に 9 人、令和 6（2024）年度に 2 人の

生徒が本学短期大学部に入学している。[他、令和 5（2023）年度：9 人/大学、令和 6（2024）

年度：5 人/大学] 

【実技指導の実績】 

年度 
生徒数 

（人） 

本学指導教員 

（人） 

外部指導教員 

（人） 

会 場 

（本学） 

会 場 

（大阪成蹊女子高校） 

Ｒ3 54 53 1 36 18 

Ｒ4 84 74 10 55 29 

Ｒ5 63 54 9 35 28 

Ｒ6 70 60 10 33 37 

・指導実績

声楽、ピアノ、フルート、クラリネット、サックス、ホルン、トランペット、ユーフォニアム、

テューバ、ポピュラーヴォーカル、エレキベース、ドラム、作曲、ミュージカルなど

― 学生の確保の見通し等を記載した書類 ― 9 ―



・レッスン頻度

各人週 1 回（月曜日 3 時限、金曜日 3 時限に分け）実施し、令和 3（2021）年度以降、年間

21～22 回のレッスンを継続。さらに、大阪成蹊女子高等学校の「音楽探求」授業[令和 6（2024）

年度 13 回]にも本学教員を派遣。

② その他の連携

ミュージカルワークショップやオープンスクールにも本学教員を派遣。

本学施設（オペラハウスや楽器資料館等）の見学会を開催し、実践的な学びを提供。 

3.広報活動の充実

本学では、受験生への情報発信を強化するため、デジタルメディア（公式ウェブサイトや

SNS）を活用した広報活動を展開している。また、Instagram、YouTube を活用し、在学

生・卒業生へのインタビューを通して、コース紹介、学内イベント、卒業生の活躍、授業

レポートなどを配信し、本学の魅力を広く伝えるとともに、受験生がより具体的に学びの

内容を理解できるよう工夫している。 

4.卒業後のキャリア支援の強化

  本学では、２年間で音楽スキルを修得し、社会で活躍できる環境を整備している。 

・音楽業界とのネットワークを活かした就職支援

音楽教室講師、演奏家、音響・舞台技術者、イベントプランナーなど、多様な職種

への就職を支援している。 

・インターンシップ制度の充実

在学中からコンサートホールや音楽イベントでの実習を行い、現場経験を積める

機会を増やしている。 

・大阪音楽大学への編入制度

４年制大学へ進学することで、より専門的な学びを継続し、キャリアの選択肢を広

げることを可能としている。 

今後の展望 

  「音楽を学び、社会で活かす」ことを目的とした教育環境をさらに充実させることで、 

持続的な学生確保を目指す。今後も、音楽教育の質の向上、高等学校や業界との連携強化 

を推進し、多くの学生にとって魅力的な学びの場を提供する。 

ウ 当該取組の実績の分析結果に基づく、収容定員を変更する組織での入学者の見込み数

 従来からの教育内容を継続する既存コースについては、近年の入学（収容）定員充足率の

推移を踏まえ、今後も概ね 30 人程度の入学者を確保できると見込んでいる。また、新たに
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開設した音響照明コースに関しては、通常のオープンキャンパスに加え、令和 6（2024）年

度入学者選抜対象のオープンキャンパスを 9 回、令和 7（2025）年度対象を 7 回実施し、積

極的な広報活動を展開している。これらの取り組みにより、同コースにおいても 20 人程度

の入学者を継続して確保できるものと想定している。 

 

② 競合校の状況分析（立地条件、養成人材、教育内容と方法の類似性と定員充足状況） 

ア 競合校の選定理由と収容定員を変更する組織との比較分析、優位性 

 本学と同様に音楽人材の育成を主とする競合校は短期大学では存在せず、競合校として

は４年制大学が挙げられる。全国の 4 年制大学における芸術系学科の志願者数は令和 4

（2022）年度 56,788 人、令和 5（2023）年度 60,391 人、令和 6（2024）年度 63,311 人

と若干の増加は見られるものの、大きな変動はなく、全体としては維持傾向にある。一方

で、志願倍率は令和 4（2022）年度 4.03 倍、Ｒ5（2023）年度 4.18 倍、Ｒ6（2024）年度

4.37 倍と微増しており、合格率は令和 4（2022）年度 43.58％、令和 5（2023）年度 42.67％、

令和 6（2024）年度 40.11％と低下していることから、一定の競争は続いていると考えら

れる。このような状況の中、本学は短期大学としての特性を活かし、4 年制大学とは異な

る学びの提供を強化することで差別化を図る。具体的には、より実践的なカリキュラムの

充実や、短期間での専門性習得を可能にする教育プログラムの強化などにより、安定した

入学定員の確保が可能であると考えられる。 

 

イ 競合校の入学志願動向等 

  大学の芸術系の学科の全国大学の志願者等の動向は下表のとおりである。 

年度 

 

入学 

定員 

（人） 

志願者 

（人） 

受検者 

（人） 

合格者 

（人） 

入学者 

（人） 

志願 

倍率 

（倍） 

合格率 

（％） 

入学定員充足率 

（％） 

Ｒ4 14,083 56,788 54,183 23,611 14,858 4.03 43.58 105.50 

Ｒ5 14,448 60,391 57,834 24,676 15,217 4.18 42.67 105.32 

Ｒ6 14,500 63,311 60,393 24,222 15,191 4.37 40.11 104.77 

増減 417 6,523 6,210 611 10,333 0.34 △3.55 △0.73 

出典：日本私立学校振興・共済事業団参考資料「私立大学・短期大学等入学志願者動向」 

 

 データから、全国の芸術系学科の志願者は穏やかに増加しているが、大きな変動はなく、

全体的には維持されていると判断できる。一方で、合格率が低下傾向にあることから、志願

者が増加しても合格枠が大きく増えていないことがわかる。 

また、入学定員充足率は令和 4（2022）年度 105.5％、令和 5（2023）年度 105.32％、令

和 6（2024）年度 104.77％とやや低下しているが、依然として 100％を超えているため、入

学定員を満たしている状況にある。 
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ウ 収容定員を変更する組織において定員を充足できる根拠等

本学の収容定員の変更にあたっては、前述のデータをもとに、入学者確保の具体策を講じ

ることで、安定した定員充足が可能であると考える。 

具体的には、 

・ 4 年制大学の競争が続いていることから、短期大学ならではの強みを活かした教育の

魅力を発信し、志願者を獲得する。

・ 実践的なカリキュラムの充実や、短期間での専門性習得を可能にする教育プログラム

の強化を行う。

これらの施策を実施することで、本学の定員充足を達成し、安定した入学者数の確保が

可能となると考える。 

エ 学生納付金等の金額設定の理由

授業料等の学生納付金の設定金額について下記の通りであり、今回の変更はない。 

〈全コース（音響照明コースを除く）〉 

金 額 摘 要 

授業料 1,210,000 円 年額（各年度適用） 

施設費 650,000 円 年額（各年度適用） 

入学金 200,000 円 

教職課程履修料 

（履修希望者のみ） 
60,000 円 年額（各年度適用） 

在籍料 

（休学期間中のみ） 
90,000 円 年額（各年度適用） 

入学検定料 35,000 円 

〈音響照明コース〉 

金 額 摘 要 

授業料 1,100,000 円 年額（各年度適用） 

施設費 500,000 円 年額（各年度適用） 

入学金 200,000 円 

教職課程履修料 

（履修希望者のみ） 
60,000 円 年額（各年度適用） 

在籍料 

（休学期間中のみ） 
90,000 円 年額（各年度適用） 

入学検定料 35,000 円 
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③ 先行事例分析

既設組織の定員減の届出であるため、先行事例なし。

④ 学生確保に関するアンケート調査

既設組織の定員減に係る学則変更の届出であるため、アンケートは実施していない。

⑤ 人材需要に関するアンケート調査等

本学では、近年、就職状況が安定的に推移しつつ向上傾向を示しています。特に「真の

就職率」は令和元（2019）年度の 56.4％から令和 5（2023）年度には 81.3％へと上昇し

ており、良好な成果が見られる。また、就職希望者に対する就職決定率も令和 5（2023）

年度には 90.7％と高い水準を記録しており、学生の希望と求人のマッチングがより円滑

に進んでいることが分かる。また、就職率を維持している点からは、各分野において本学

の人材に対する一定の需要があることが読み取れる。進路内訳を見ても、多くの学生が明

確なキャリア意識を持ち、就職あるいは専門職への進路を選択している傾向が伺える。 

社会や産業界において実務力を備えた卒業生が求められていること、そうした人材を着

実に育成していることを示していると考える。 

その他、令和 6（2024）年度に開設した音響照明コースについて、経済産業省が公表し

た「業界の現状及びアクションプラン（案）について【音楽】（事務局資料 2）2024 年 12

月 19 日 資料 4-2」において明示された、創作活動を支える環境整備の重要性が挙げら

れる。同資料には「産業界と連携し、ライブ公演における舞台技術スタッフ等の人材不足

等の課題について、対応策の検討を行う」と記されており、音楽・エンターテインメント

産業において、ライブ公演を支える舞台技術スタッフの不足が深刻な社会的課題として

認識されていることが読み取れる。本学音響照明コースでは、音響・照明・舞台演出に関

する専門的知識と実践的スキルを体系的に学ぶ教育を行っており、これらの分野におい

て即戦力として活躍できる人材となることが期待される。したがって、本学の音響照明コ

ースは、産業界が抱える課題に対応する人材の育成に寄与するものとして、その存在意義

が高まりつつあると考える。 

【短期大学部】

2019 2020 2021 2022 2023

就職率（就職決定者/卒業生） 39.3 43.2 68.8 56.9 60.0

就職決定率（就職決定者/就職希望者） 80.0 83.3 86.8 83.0 90.7

就職決定者/就職希望者 44/55 35/42 66/76 49/59 39/43

卒業生数 112 81 96 86 65

真の就職率（分母＝卒業生－進学者） 56.4 60.3 80.5 79.0 81.3
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（4）収容定員を変更する組織の定員設定の理由 

 本学においては、教育内容の再編成および 18 歳人口の推移を踏まえ、入学定員を現行の

100 人から 50 人へ、収容定員を 200 人から 100 人へと変更することとした。この変更の背

景には、短期大学部の 1 コースである「作曲デザイン・コース」の学びを、より高度な専門

教育を行う本学４年制大学のカリキュラムへと集約する計画がある。これに基づき、同コー

スは令和 8（2026）年度より学生募集を停止する。「作曲デザイン・コース」の近年の入学

者数、および短期大学部全体の入学者数は以下の通りである。 

・令和 2（2020）年度 14 人 

・令和 3（2021）年度 12 人 

・令和 4（2022）年度 17 人 

・令和 5（2023）年度 20 人 

・令和 6（2024）年度 25 人 

・令和 7（2025）年度 13 人 

このように、「作曲デザイン・コース」は 10～25 人程度の学生を確保しており、同コース

の募集停止に伴い、短期大学部全体の入学者数も実質的にその分の減少が見込まれる。 

これらの状況および 18 歳人口の減少傾向を踏まえ、入学定員を 50 人削減することは妥当

であり、また、近年の実績から見ても 50 人という定員設定は現実的かつ適切であると判断

している。今後も定員管理の適正化と教育の質の維持・向上に努め、地域および社会のニー

ズに応える人材の育成に努める所存である。 
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